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項

第

節
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一
項

第
二
項

第
三
項

第
四
項

第

四

章

結

あ
と
が
き

良
心
的
決
定

ま
と
め

二
つ
の
問
題

状
況
に
よ
る
良
心
と
兵
役
義
務
法
二
五
条

審
査
の
問
題

ま
と
め
(
以
上
本
誌
了
八
巻
二
号
)

ま連逮
と邦邦
め行行

政政
裁裁
判判
所所

九九
六五
二八
年年
五一
刃 O
一月

日日

判判
決決

良
心
・
良
心
的
理
由
・
良
心
的
決
定

良
心
概
念

良
心
的
理
由
・
良
心
的
決
定

ま
と
め

審
査
の
問
題

良
心
的
決
定
の
特
徴

良
心
的
決
定
の
存
在
の
判
断
基
準

良
心
的
決
定
の
審
査
方
法

jj社ま
と
め

ハ
以
上
本
号
・
完
〉

第
一
ニ
章

キ
T

例

第
一
節

原
則
と
例
外

良
心
的
兵
役
拒
否
権
は
兵
役
義
務
に
対
し
て
、
原
則
と
例
外
の
関
係
に
あ

る
か
。
こ
の
問
題
を
つ
き
つ
め
る
と
、
若
本
法
四
条
一
一
頃
(
良
心
の
自
由
)

と
四
条
三
項
(
良
心
的
兵
役
拒
否
権
〉
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
の
問

題
に
帰
着
し
た
と
思
一
口
良
心
的
兵
役
拒
否
権
が
基
本
権
で
あ
る
と
い
う
こ

と
を
認
め
つ
つ
も
、
な
お
か
つ
良
心
的
兵
役
拒
否
権
と
兵
役
義
務
の
関
係
は

問
題
に
な
る
。

第
一
項

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

O
月
三
日
判
決

「
基
本
法
四
条
一
項
の
信
仰
と
良
心
の
自
由
か
ら
展
開
さ
れ
た

(EH2・

ロ

ZZ)
兵
役
挺
否
の
基
本
権
が
、

そ
し
て
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
権
利
が
、

兵
役
義
務
規
定
に
対
す
る
例
外
権
と
み
ら
れ
る
か
。
少
な
く
と
も
当
法
廷
に

は
疑
問
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
基
本
権
が
、
ま
だ
一
般
的
兵
役
義
務
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が
な
か
っ
た
憲
法
に
す
で
に
(
月
r
g
N口町
5
2
N司
王
規
定
さ
れ
(
〈
巾
片
山
口
町
立
)

て
い
た
か
ら
で
あ
る
o

憲
法
で
認
め
ら
れ
た
基
本
権
が
、
後
に
な
っ
て
よ
う

ゃ
く
法
律
上
(
間
2
2
N
-
w
r
)
設
け
ら
れ
た
義
務
に
対
す
る
例
外
権
で
あ
る
と



料

見
な
さ
れ
れ
ば
、
矛
盾
で
あ
ろ
う
。
基
本
法
四
条
三
項
の
基
本
権
は
兵
役
義

務
の
例
外
で
は
な
く
て
、
基
本
法
で
規
定
さ
れ
た
一
般
的

(
m
r
m
g
m
C】)な、

独
立
し
、
他
に
依
存
し
な
い
人
権
と
解
さ
れ
、
少
な
く
と
も
兵
役
義
務
と
向

へO
H
d

列
に
あ
る
、
と
考
え
る
方
が
更
に
適
当
で
あ
る
。
レ

au 

そ
れ
で
は
問
題
を
二
つ
に
限
っ
て
考
え
て
見
ょ
う
。
第
一
は
、
四
条
一
一
頃

資

(
良
心
の
自
由
)
と
四
条
一
ニ
項
(
良
心
的
兵
役
拒
否
権
)
と
の
関
係
を
裁

判
所
は
ど
う
考
え
て
い
る
か
。
第
二
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
と
兵
役
義
務

と
の
関
係
は
ど
う
か
。
第
一
ぃ
白
川
に
つ
い
て
は
、
「
基
本
法
四
条
一
項
の
信
仰

と
良
心
の
自
由
か
ら
展
開
さ
れ
た
兵
役
拒
否
の
基
本
権
」
の
句
を
引
き
出
せ

る
。
こ
の
考
え
方
は
良
心
の
自
由
の
紘
張
と
し
て
良
心
的
兵
役
拒
否
権
を
見

る
も
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
参
考
に
な
る
の
は
、
連
邦
行
政
裁
判

所
一
九
五
九
年
七
月
二
四
日
判
決
(
〈
口
。

5〉
む
)
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ

る
と
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
は
「
本
質
的
に
基
本
法
四
条
一
項
に
保
障
さ
れ

た
自
由
権
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
特

に
四
条
三
官
官
は
規
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
の
疑
問
に
な
ん
ら
答

え
て
く
れ
る
も
の
が
見
い
出
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
一
九
五
九
年
の
判
例
は

次
の
よ
う
に
言
う
。

「
良
心
の
自
由
の
基
本
権
は
四
条
三
官
官
に
お
い
て
は
、
兵
役
義
務
に
対
す

る
関
係
で
の
み
作
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
規
定
か
ら
は
、

1

1
良
心
の

自
由
自
体
を
制
限
す
る
こ
と
な
し
に
1

1
武
器
を
持
つ
兵
役
の
強
制
は
兵
役

義
務
者
が
自
己
の
良
心
の
命
令
に
反
し
て
兵
役
を
行
う
と
き
だ
け
禁
じ
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、

四
条
一
項
の
自

由
権
に
は
、
兵
役
義
務
の
武
器
を
持
つ
兵
役
に
よ
っ
て
自
己
の
良
心
が
侵
者

さ
れ
る
と
感
じ
る
者
だ
け
が
良
心
の
命
令
を
主
張
し
得
る
、
と
い
う
制
限
が

基
本
法
四
条
一
項
と
コ
一
項
の
見
方
に
よ
れ
ば
、

内
在
し
て
い
る
。

良
心
の

不
可
侵
性
ロの
お{呆

c堕
ロト」

5 け
Eトで
N~ 血

お-で、

f会
U 器

ii"を
凹持
のつ
2号

22 
y 否
(5..で

2 き
見る
の
E で
とト は

c
、0

4
ん
、
U

〉
ユ
・
串
〉

rm-
回
出
口
仏

ω
の
の

E
n
r
p岳
民
凶
州

L
Z
5
ロ
E
F
Z

円。2
s
z
-
2
2
E

ロ
ロ
向
者
ニ

-
g
E
2呂
田
口
口
舟
口
百
巾
間
色

5
2
5
Z
R
J弓
田
『
『
再
出

rzzs

〔

4
〉

r
g
p
)
」
か
か
る
説
明
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
は
「
本
質
的
に
基
本
法

四
条
一
項
に
保
障
さ
れ
た
自
由
権
の
一
部
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」

と
い
う
こ

と
と
厳
密
に
は
一
致
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
四
条
一

項
で
考
え
る
と
こ
ろ
と
四
条
三
項
の
考
え
る
と
こ
ろ
は
、
同
じ
良
心
の
自
由

〈

5
d

と
言
っ
て
も
性
質
が
ち
が
う
と
閉
ゅ
う
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
以
上
の
問
題
に
つ
い
て
ど
う
考
え
て
い
る
か
。

一
九
六

O
年
三
一
月
二

O
日
判
決
(
日
〈
戸
出
演
)
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「
基
本
法
は
人
聞
の
自
由
な
人
格
と
尊
厳
を
最
高
の
法
的
価
値
(
刃
包
宮
山
・

君
。
司
門
)

と
見
な
し
て
い
る
。

四
条
一
項
で

そ
れ
で
基
本
法
は
徹
底
し
て

北法18(3・206)612



良
心
の
自
由
を
、
そ
し
て
自
律
的
な
倫
理
的
人
格
が
直
接
現
れ
る
良
心
の
決

定

の

自

由

を

、

こ

の

原

則

に

基

本

『
不
可
侵
』

だ
と
認
め
た
の
で
あ
る
。

法
四
条
三
項
も
基
づ
い
て
い
る
。
四
条
三
項
は
四
条
一
項
の
良
心
の
自
由
を

一
般
的
な
(
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
)
前
提
に
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
四

(3)・完

条
三
項
は
自
由
な
良
心
の
概
念
を
も
う
一
度
(
邑
白
骨
吋
)
取
り
上
げ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
自
由
な
良
心
の
概
念
を
特
別
な
規
範
的
構
成
要
素

良心的兵役拒否権ーボジ基本法4条3項の構造と特質ー

に

(NRロ

2
m
g
g
ロ
2
5え
Z
E
四日片目白
L
Z己
)
高
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
四
条
三
項
は
武
器
を
持
つ
兵
役
に
対
す
る
良
心
的
決
定
の
自
由

そ
の
も
の
を
保
障
し
、
こ
の
自
由
を
尊
重
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
の
で

憲
法
裁
判
所
は
基
本
法
一
条
一
項
と
二
条
一
項
に
基
づ
い
て
四
条

一
項
と
三
項
を
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
一
条
一
項
や
二
条
一
演
に

基
づ
き
つ
つ
、
四
条
一
項
と
四
条
三
項
と
は
同
じ
性
質
の
も
の
だ
と
い
う
主

(
例
え
ば
ハ

l

マ
リ
ム
叫
と
憲
法
裁
判
所
の
説
明
と
は
違
う
の
で
は
な
い

あ
る
。
」

ヲ長か
、
と
思
わ
れ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
、
む
し
ろ
良
心
の
自
由
を
伝
統
的
に
考

え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
四

条
一
項
と
一
一
一
項
の
理
解
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
も
よ
り
は
っ
き
り
し
て
き

た。
第
二
の
問
題
点
に
つ
い
て
二
九
五
八
年
の
判
例
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権

が
兵
役
義
務
よ
り
時
間
的
に
先
に
規
定
さ
れ
た
こ
と
を
言
う
。
こ
の
点
で
は

テ
ィ

l
ト
ゲ

γ
の
批
判
が
正
当
と
思
う
o

「
規
範
相
互
の
時
間
的
な
関
係
が

百「原
とテ 則
詩や
忌{91]
~外
とコ の
閉性

援要
が jfi

Z注
ZT  
決詰
定で
.::主
v な
の
く

で J

あっ X

P規
範

と 相
互
の
実
{本
法
的

シ
ョ
イ
ナ

l

は
そ
の
判
例
評
釈
の
中
で
裁
判
所
の
時
間
的
お
く
れ
の
説
は
誤
り
だ
と
言
い

ペコ
ペ〉

「
兵
役
義
務
法
二
五
条
が
例
外
規
定
と
は
理
解
さ
れ
な
い
と
い
う
こ

と
は
正
し
い
o

基
本
権
が
国
民
的
義
務
の
例
外
と
は
た
し
か
に
解
さ
れ
な

(
9
)
 
ぃ
。
」
と
言
う
。

一
九
五
九
年
の
判
例
は
、

「
基
本
権
は
も
ち
ろ
ん
例
外
権

で
は
な
く
当
法
廷
は
す
で
に
前
判
決
で
ふ
れ
た
。
」
「
そ
れ
ゆ
え
に
基
本
法
四

条
三
項
の
基
本
権
は
兵
役
義
務
に
対
し
て
原
則
と
例
外
の
関
係
に
な
い
よ

と
明
言
す
る
。

第
二
項

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
二
年
五
月
一
一
日
判
決

前
項
の
第
二
の
問
題
点
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
が
こ
の
判
例
だ
と
思
う
。
e

フ

レ
I
メ
ソ
行
政
裁
判
所
は
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
規
定
を
例
外
規
定
と
述
べ

た
o

こ
れ
に
対
し
連
邦
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

「
基
本
権
は

例
外
権
で
は
な
い
」
と
す
で
に
一
九
五
八
年
と
一
九
五
九
年
の
判
例
で
述
べ

た。

「
良
心
の
自
由
(
基
本
法
四
条
一
項
)
は
兵
役
義
務
に
よ
っ
て
例
外
的

地
位
に
落
さ
れ
な
い
絶
対
的
権
利

Z
5
m
g
o
-
E
g
pロ
「
乙
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
逆
も
あ
て
は
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
基
本
法
自
体

ゴt訟18(3・207)613



料

に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
一
般
的
兵
役
義
務
(
基
本
法
七
三
条
一
号
、

条

二
項
二
段
、

一
七
条
a
)
は
、

資

国
民
に
は
法
的
義
務
(
刀
2
Z
ζ
コ
江
戸
乙
で

あ
っ
て
良
心
の
自
由
の
例
外
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
良
心
の
白
白
と
兵
役

義
務
の
憲
法
上
意
図
さ
れ
た
関
係
は
、
基
本
法
四
条
三
項
自
体
か
ら
明
ら
か

に
な
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
良
心
の
自
由
は
明
ら
か
に

(mg骨位円
r
r
y
)
兵

役
義
務
よ
り
高
く
一
評
価
さ
れ
て
お
り
、
何
人
も
良
心
に
反
し
て
は
兵
役
義
務

が
な
い
の
で
あ
る
。
」
良
心
の
自
由
に
は
「
無
制
限
な
人
格
権

(pag--nF

Z
毎
月
円
宮
)
の
絶
対
的
効
力
」
が
あ
る
。

こ
の
判
例
は
結
局
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
は
基
本
権
で
あ
っ
て
、
兵
役
義

務
に
対
し
て
原
則
と
例
外
の
関
係
に
立
た
な
い
、
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
第
一
に
、
こ
の
判
例
が
か
か
る
主
張
を
し
た
の
は
ど
こ
に
原
因
が
あ

る
か
。
第
二
に
、
基
本
権
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
兵
役
義
務
の
例
外
だ

と
の
主
張
を
否
定
で
き
る
か
。

ま
ず
第
一
点
に
つ
い
て
。

一
九
六

O
年
の

憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
良
心
的
兵
役
拒
否
権
と
兵
役
義
務
の
関
係
を
は
っ
き

り
さ
せ
て
い
な
い
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
憲
法
裁
判
所
は
基
本
法
四
条
一
項

と
三
項
の
関
係
を
論
じ
た
。
両
者
は
人
間
の
尊
厳
、
自
由
な
人
格
の
概
念
に

基
づ
き
、
共
に
良
心
の
自
由
に
関
係
し
て
は
い
る
が
、
三
項
の
方
は
良
心
を

一
項
と
は
ち
が
っ
た
形
に
高
め
て
い
る
の
だ
と
。
と
こ
ろ
で
、
伝
統
的
な
良

心
の
自
由
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
四
条
一
項
の
良
心
の
自
由
だ
け
で
は
一
般
的

兵
役
義
務
を
拒
否
す
る
根
拠
に
な
り
得
ず
、
こ
の
兵
役
義
務
を
排
除
し
て
行

く
四
条
三
項
の
地
位
は
、
兵
役
義
務
に
対
し
て
例
外
的
地
位
に
あ
っ
た
。
憲

法
裁
判
所
の
言
葉
で
言
え
ば
、
良
心
が
一
一
県
と
は
ち
が
っ
た
形
に
高
め
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら
、
四
条
三
項
の
良
心
的
兵
役
拒
否
権
が
基
本
権
で
あ

る
こ
と
を
承
認
し
な
が
ら
も
、
四
条
三
項
で
は
良
心
を
一
項
と
は
ち
が
っ
た

形
に
高
め
て
い
る
と
い
う
憲
法
裁
判
所
の
認
識
か
ら
す
れ
ば
、
実
定
法
で
一

般
的
兵
役
義
務
を
採
用
す
る
以
上
は
例
外
的
な
性
格
が
、
良
心
的
兵
役
拒
否

権
に
は
あ
る
こ
と
が
浮
び
上
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
憲
法
裁
判
所
は
四

条
一
一
項
と
三
項
の
関
係
を
論
じ
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
言
う
だ
け
で
あ
る
。
要

求
し
て
く
る
社
会
と
自
己
の
良
心
に
し
か
従
わ
な
い
個
人
が
衝
突
す
る
際
に

は
、
憲
法
は
個
人
の
良
心
の
方
を
重
ん
じ
て
い
る
の
だ
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

自
由
人
の
社
会
た
ろ
う
と
し
、
個
人
が
自
由
に
自
ら
決
定
し
て
行
く
可
能
性

の
中
に
社
会
を
形
成
し
て
行
く
価
値
を
認
め
て
い
る
国
家
に
は
ま
さ
に
ふ
さ

わ
し
い
の
だ
日
や
だ
か
ら
シ
ヨ
イ
ナ
ー
が
「
憲
法
裁
判
所
の
判
例
は
、
良
心

の
自
由
を
人
格
権
か
ら
引
き
出
す
こ
と
を
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
役
拒
否

の
免
除
が
例
外
な
の
だ
と
い
う
仮
定
を
間
接
的
に
し
り
ぞ
け
た
の
だ
」
と
評

(
ね
)
釈
す
る
こ
と
に
は
疑
問
で
あ
る
。
シ
ョ
イ
ナ
ー
に
つ
い
て
言
え
ば
、
彼
は
良
心

的
兵
役
拒
否
権
は
基
本
権
で
あ
り
、
原
則
と
例
外
の
関
係
に
な
い
、
と
言
う

(

H

)

 

か
ら
、
態
度
が
変
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
テ
イ
l
ト
ゲ

γ
と
ハ
/
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ー
パ
l
の
原
則
だ
と
の
主
張
に
反
対
す
る
。

次
に
、
第
二
の
点
に
つ
い
て
。

す
で
に
第
一
点
で
ふ
れ
て
い
る
が

心
的
兵
役
拒
否
権
の
基
本
権
た
る
性
格
と
兵
役
義
務
の
関
係
を
も
う
少
し

』
巾

=
5
0
r
に
よ
れ
ば
、
)
国
民
は
国
家
に
対
し
て
受
動
的
地
位

考
え
た
い
。

(3)・完

(
宮
留
守

Rmzzm)、

消
極
的
地
位
(
ロ
品
さ
く
2
∞
EE)、
積
極
的
地
位

(
唱
。

ω丈
一
〈

2
T
2
5
)
そ
し
て
能
動
的
地
位
(
。
E
2
2
∞g
g
ω
)
の
四
つ
の

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質

地
位
に
立
ち
、
そ
し
て
国
民
と
国
家
の
関
係
は
相
対
的
で
あ
る
こ
と
は
あ

イ
エ
リ
ネ
ヅ
ク
の
言
う
と
こ
ろ
は
、

宮
沢
教
授
に

ま
り
に
有
名
で
あ
る
。

よ
れ
時
国
民
と
国
法
の
関
係
と
し
て
考
え
て
も
よ
い
。
そ
う
す
る
と
、
受
動
的

地
位
と
し
て
国
民
が
持
つ
兵
役
義
務
と
消
極
的
地
位
と
し
て
国
民
が
持
つ
基

本
権
た
る
良
心
的
兵
役
拒
否
齢
ぴ
相
互
関
係
は
、
法
、
か
す
な
わ
ち
基
本
法
が

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
そ
う
す
る
と
基
本
法
が
七
三
条
で
一
般
的
兵
役
義

務
を
採
用
す
る
と
解
す
れ
ば
、
そ
の
例
外
と
し
て
の
性
格
が
基
本
権
た
る
良

(

印

)

心
的
兵
役
拒
否
権
か
ら
ぬ
ぐ
い
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
こ
と
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
二
年
五
月
一
一
日
判
決
(
〈
=
ゎ

Zω¥由
。
)
の
次
の
文
章
を
用
い
て
説
明
す
れ
ば
一
層
は
っ
き
り
し
て
来
る
の

で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

「
兵
役
拒
否
者
は

最
高
の
人
格
的
良
心
に
基

づ
い
た
基
本
法
四
条
三
項
の
基
本
権
の
保
護
を
受
け
る
。
最
高
の
人
格
的
良

心
そ
れ
自
体
か
ら
、

国
民
に
一
般
的
法
的
に
課
せ
ら
れ
た
義
務
に
対
す
る

(
問
。
四

g
c
Z円
E
ロ
2
分
戸

ω広
三
谷
合
間
2
3
乙
-mσ
ヨ
2
口

問

2
2
N
t
n
7
2
2
{
R
4

良

一O
R
百
戸
〈
口
『
三
一
一
n
r
F
E戸
時
)
保
護
価
値
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
よ
す
な
わ

ち

一
方
か
ら
見
れ
ば
、
兵
役
拒
否
者
は
、
最
高
の
人
格
的
良
心
を
承
認
さ

れ

一
般
的
兵
役
義
務
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
、
他
方
か
ら
見
れ
ば
、
実
定

法
で
国
民
に
一
般
的
に
課
せ
ら
れ
る
兵
役
義
務
が
、
兵
役
拒
否
者
に
だ
け
適

用
さ
れ
な
い
。

良
心
的
兵
役
拒
否
権
を
、
基
本
権
の
方
か
ら
見

実
定
法
で
一
般
的
に
課
せ
ら
れ
る
兵
役
義
務
の
方
か
ら
見

結
局
は
、

る
か
〈
前
者
)
、

る
か
(
後
者
〉
、

と
い
う
見
方
の
相
違
、
力
点
を
ど
っ
ち
に
お
く
か
の
相
違

に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
両
方
が
承
認
さ
れ
る
、
べ
き
だ
と
思
う
w

第
三
項

ま
と
め

原
則
と
例
外
を
め
ぐ
る
問
題
は
き
わ
め
て
錯
綜
し
た
も
の
で
あ
る
。
連
邦

行
政
裁
判
所
は
四
条
一
項
と
一
一
一
項
の
関
係
を
あ
い
ま
い
に
し
つ
つ
、
つ
い
に
、

良
心
的
兵
役
拒
否
権
は
基
本
権
で
あ
っ
て
兵
役
義
務
と
原
則
・
例
外
の
関
係

に
立
た
な
い
、
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
四
条
一
項
と

三
項
の
理
解
は
、
良
心
の
自
由
を
伝
統
的
に
解
す
る
立
場
に
近
い
の
で
は
な

い
か
と
思
う
。
し
か
し
、
憲
法
裁
判
所
は
、
原
則
と
例
外
の
問
題
を
明
ら
か

に
し
て
い
な
い
。

1 

本
稿
付
一
九
二

i
一
九
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
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料

(2)

切
〈
。
唱
の
HWJ〉

ω-H0・
H申
印
∞
(
〈
口
(
リ

Mω
印
¥
印
、
吋
)
ロ
〈
回
{
・

5
S
ψ
ω
・

忠
良
『
・
以
下
の
判
例
は
す
べ
て
、
法
律
雑
誌
か
ら
と
っ
た
。
判
例
集
よ

り
詳
し
い
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
判
例
集
に
は
の
っ
て
い
な

い
が
雑
誌
に
は
の
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。

(
3
)

切
〈
2
4〈
の
何
〈
・
忠
・

4・
5
g
l
(〈
ロ
ハ
U
H
N也
¥
山
由
)
ロ
〈
岡
山
戸
・

5
日夕

∞・一
-cuw・

資

(4)

〉
-

O
・
C-
興
味
あ
る
判
仰
を
一
つ
あ
げ
て
お
く
。
原
告
は
元

S
S

隊
員
の
息
子
で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
六
月
二
三
日
判

決
(
〈
ロ
わ
印

N
B∞
)
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
「
原
告
は
、
基
本
法
一

条
一
一
保
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
を
侵
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
法
律
で
定
め
ら
れ
た
軍
事
訓
練
を
受
け
、
場
合
に
よ
っ
て
は
防

衛
戦
争
に
出
動
を
求
め
る
こ
と
は
基
本
法
(
七
三
条
一
号
)
が
許
し
て

お
り
、
し
た
が
っ
て
、
基
本
法
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
た
人
間
の
尊
厳
と

矛
盾
し
て
い
な
く
、
人
間
の
尊
厳
守
}
尊
重
す
る
基
本
権
が
侵
害
さ
れ
る

こ
と
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
武
器
を
持
つ
兵
役
に
対
し
て
は
、
基
本
権

と
し
て
良
心
の
保
障
(
四
条
三
項
)
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
れ
が
人
間
の

尊
厳
を
保
護
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
(
口
。
〈

HUB-ω
・
ω。
N)

(
5
)

ハ
l
メ
ル
の
考
え
方
(
本
稿
付
一
九
三
ペ
ー
ジ
)
を
こ
こ
で
検
討
し

て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
四
条
一
一
国
と
三
項
に
関
す
る
理
解

か
ら
す
る
と
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
が
原
則
に
な
り
そ
う
な
の
だ
が
、

兵
役
義
務
の
例
外
と
な
っ
て
い
る
(
回
目
邑

-
o
z
ι
gロ
mlcロ
与
の
2
3
1

四
m
g同
3
Z
F
ω
・
5
ω
)
。
こ
の
点
連
邦
行
政
裁
判
所
の
一
九
五
八
年
、

五
九
年
の
判
例
と
同
じ
く
、
首
尾
-
貫
し
て
い
な
い
と
の
印
象
を
受
け

マ。。

(
6
)

回
〈
の
え
の
何
〈
-
N
0・
HN・
呂
町
(
)
(
阿
国
〈
F
N
H
¥品。
)w
』

N
H
U
E
-
ω
・品由一~・

(
7
)

本
稿
ハ
竹
一
九
五
ペ
ー
ジ
注
の

(M)
。

(
8
)

吋
昂
仲
間
g
r
〉
ロ
宮
内
同

}2口
問
唱
む
〈
巴
・

5
3・
ω・印
UN・

(
9
)
m
n
r
Eロ
2
・
〉
ロ
g
z
r
G口問
w
U
O〈

g
g
w
ω
-
N即日・

(
M

叩
)
出
ぐ
司
望
。
開
〈
-

N
品
-
N
H叩印
p
p
m・

o・-∞・叶()寸・

(
日
)
回
〈
司
君
。
閉
山
〈
-
H
H・印・

5
品
N
(〈
口
わ

HAFMW¥E3
・
0
0〈
呂
町
uym-

日A
F

叶『内・

(
ロ
)
出
ぐ
巾
円
m
C
何
〈
-
N
0・
HN-H叩
q
o
w
p
P
0・

(日

)
ω
n
Z
E
E
-
ロ
2
∞
口
「
ロ
ロ

ι
2
の
04々
5
0
5同『
E
Z
E
F
B
閉山
2
7片
《

】

2

開ハ吋広田
mL5門戸田汁〈ぬ叫岩空間
2
包
-
c
o〈

SAw-vω
・日
()ω
・

(
U
H
)

本
稿
ハ
円
一
九
二
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
。
シ
ヨ
イ
ナ

l
の
最
初
の
立
場
に

近
い
と
思
わ
れ
る
の
が
、
∞
ロ
7
2
2
2
0
7穴
5
g
-
R
d〈
5
G
2
F
n
r
s

m
g
Z
N
W
N・
〉
三
宮
間
0・
5
8
w
ω
.
S
H同・

(
日
)
〉

-
P
O
-
-
〉
ロ
gmwHrc口
開
口
・
な
お
、
テ
イ
J

ト
ゲ

γ
と
ハ
ノ

i

バ
ー
に
つ
い
て
は
、
本
稿
付
一
九
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

(
日
叩
)
の
・

τ
E
R
r
-
∞可
m
Z
E
品
2
E
Z
o
r
z
E
C同町

g乙
F
n
Zロ
HNzrgw

]FUHAW-ω
・∞罰『『・

(
げ
)
宮
沢
、
憲
法

E
、
法
律
学
全
集
、
八
七
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
日
)
良
心
的
兵
役
拒
否
権
が
消
極
的
地
位
に
属
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

g

s向。
E
H
l
E
E
P
U自
国
D
ロロ
2
0
Eロ
Lm22N-
同甲山戸

ω・
MM4・

(
m
m
)

パ
ホ
フ
の
立
場
は
興
味
が
あ
る
Q

パ
ホ
フ
は
ぐ
2
F担
EMm司
2
T
E

〈
史
君
乙

7
5間
2
2
7
7〈
2
p
r
B
E伏見
n
r
T
N
-
〉
三

-mmp
呂田品】

ω--NN
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で
は
テ
ィ
l
ト
ゲ
ン
の
配
分
の
原
理
に
立
っ
て
「
基
本
権
は
例
外
権
で

は
な
い
と
い
う
一
九
五
八
年
と
一
九
五
九
年
の
判
例
を
支
持
」
し
て

る
。
テ
イ
l
ト
ゲ
ン
に
対
す
る
ジ
ョ
イ
ナ
l

の
批
判
、
注
(
日
)
参
照
。

(
州
出
)
国
〈
。
互
の
H
W

〈

-
Z・印・

5
3
2ロハ
UEω
示
。
)
-
U
O
〈

S
F

ω・印
A
F

斗・

(3)・完

(
幻
)
も
ち
ろ
ん
、
兵
役
拒
否
者
は
、
代
役
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
基
本
法
一
二
条
二
項
〉
。
そ
の
場
合
に
、
代
役
の
種
類
は
問
題

に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
二
項
で
は
「
軍
隊
と
な
ん
ら
関
係
の
な
い
代
役

の
可
能
性
を
も
」
(
傍
点
筆
者
)
と
あ
る
か
ら
で
あ
る
o

シ
エ
ラ

ー
・
フ
ロ
ア
・
ク
レ
ヅ
ケ
ヲ
l
(
ω
己百円。司
l
司一
D
円l
同吋巾}向。
-
2・
4
〈
め
ゲ
つ

司

2
W
E四
2
2
N
w
m山・

5
2・
)
が
一
言
う
よ
う
に
、
「
兵
役
拒
否
は
防
衛
義
務

(
君
子
GhtnZ)
に
基
づ
い
た
い
か
な
る
徴
用

3
5
5官
民
吉
各
自
ゆ
)

を
も
一
般
的
に
さ
ま
た
げ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
武
器
を
持
つ
役
務
へ

の
召
集
を
さ
ま
た
げ
る
だ
け
で
あ
る
」
こ
と
は
、
一
吉
田
る
え
る
。
す
な
わ
ち

良
心
的
兵
役
拒
否
者
は
完
全
に
は
兵
役
義
務
を
ま
ぬ
が
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
し
か
し
、
良
心
的
兵
役
拒
否
権
の
理
念
に
は
、
根
本
的
に
は

兵
役
義
務
を
打
ち
く
だ
く
、
否
定
す
る
も
の
が
あ
る
か
ら
、
良
心
的
兵

役
拒
否
権
の
兵
役
義
務
に
対
す
る
例
外
の
性
質
を
否
定
で
き
な
く
、
こ

の
こ
と
を
、
シ
エ
ラ
i

・
フ
ロ
ア
・
ク
レ
ヅ
ケ
ラ

I
も
無
視
し
て
は
い

な
い
。
本
稿
で
は
、
兵
役
義
務
の
内
容
を
深
く
検
討
し
な
い
。
基
本
権

の
側
面
を
強
調
す
る
こ
と
が
ど
の
程
度
ま
で
言
え
る
か
に
関
心
が
あ
っ

た。

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条 3項の構造と特質一

第
二
節

良
心
・
良
心
的
理
由
・
良
心
的
決
定

第
一
項

良
心
概
念

良
心
と
は
何
か
に
つ
い
て
判
例
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
o

以
下
見
よ

う

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

O
月
=
百
判
決
ミ
ロ
の
自
宅
勾
)

良
心
の
概
念
に
つ
い
て
、
「
良
心
の
内
容
を
普
遍
妥
当
に
か
つ
疑
問
な
く

定
義
す
る
こ
と
は
、
宗
教
的
哲
学
的
語
学
的
そ
の
他
の
要
素
か
ら
な
っ
て
い

る
良
心
概
念
の
多
義
性
と
構
成
の
た
め
に
、
は
な
は
だ
眠
時
か
し
い
。
し
か
し
、

許
さ
れ
て
い
る
も
の
と
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
自
己
認
識
、
こ
の
認
識
に

従
っ
て
行
動
す
る
義
務
が
あ
る
と
の
考
え
、
か
く
し
て
内
な
る
と
こ
ろ
に
も

と
も
と
あ
る
正
と
不
正
の
確
信
と
そ
れ
か
ら
出
て
く
る
特
定
の
作
為
や
不
作

為
の
当
事
者
の
義
務
、
そ
れ
ら
が
良
心
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
は
、
疑
も
な
く

一
般
的
な
意
見
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
良
心
は
自
己
の
態
度
の
倫
理
的

価
値
あ
る
い
は
無
価
値
の
主
観
的
意
識
で
あ
り
(
も
う
一
人
の
我
(
山
邑
2
2

，
Hnr)

と
し
て
)

人
が
自
由
と
責
任
を
確
信
す
る
に
い
た
る
も
っ
と
も
内
的

で
、
そ
れ
ゆ
え
に
も
う
理
由
づ
け
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
」

北法18(3・211)617

だ
か
ら
、
こ

の
意
識
の
存
在
が
「
直
接
的
な
神
の
戸
」
と
し
て
よ
り
高
い
力
の
働
き
に
遡

及
さ
れ
る
の
か
、
人
間
に
内
在
し
て
い
る
自
然
法
に
遡
及
さ
れ
る
の
か
、
こ

〈

1
v

れ
ら
の
不
確
か
な
意
識
で
あ
る
。



料

ニ
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
六

O
年
二
一
月
二

O
日
判
決

出

(

)

)

(同回〈
F
N戸
¥

資

「
基
本
法
四
条
の
「
良
心
』
は
一
般
的
に
使
わ
れ
る
言
葉
の
意
味
で
理
解

さ
れ
る
。
憲
法
は
、

共
通
な
政
治
生
活
の
基
礎
は
国
民
す
べ
て
に
均
等
に

(
2
E
Z
三
Hny)

決
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
憲
法
概
念
は
あ
ら
ゆ
る
告
白
と
世
界
観
に
等
し
く
解
釈

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
憲
法
機
関
の
使
命
は
全
国
民
に
法
秩
序
の
均
等

性
を
保
障
す
る
こ
と
で
あ
る
。
要
求
と
勧
告
と
警
告
が
人
に
直
接
明
ら
か
な

無
条
件
な
当
為
の
命
令
で
あ
る
と
こ
ろ
の
現
実
に
経
験
さ
れ
る
精
神
現
象
と

し
て
、

一
般
的
に
使
わ
れ
る
言
葉
の
意
味
の
良
心
も
基
本
法
四
条
三
項
の
意

味
の
良
心
も
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
解
釈
の
際
に
、
良
心

-F9“
〕

の
概
念
や
本
質
や
起
源
に
つ
い
て
神
学
的
哲
学
的
に
論
ず
る
必
要
は
な
い
v

学
説
に
よ
っ
て
も
以
上
の
判
例
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
シ
ョ
イ
ナ

ー
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
一
般
的
と
考
え
た
良
心
概
念
を
批
判
す
る
。
ど

う
い
う
点
か
と
言
う
と
、
哲
学
的
に
は
特
定
の
立
場
す
な
わ
ち
実
存
哲
学
で

〈

3
v

あ
り
、
神
学
的
に
は
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
見
解
だ
と
。

(
1
)
 

(
2
)
 

(3) 
回
〈
内
司
君
。
肘
〈
・

ω-He--mv
印∞
w

国-白・

0
・w

∞-印∞
U
-

切〈
2
m
O肘
〈
-
N
0
・
H
N
一・

3
∞cwm-
白・

0
・w
伊
品
川
町
ω
・

m
n
r
Eロ
耳
切
り
2
ω
n
r
z円
N

L
旬
。
2
i
E
O口
広
弓
M
Y何
回
ヂ

ω・N
C
U
・
な
お
、

新
約
聖
書
の
良
心
概
念
に
つ
い
て
は
、
旧
新
約
聖
雷
神
学
辞
典
、
新
救

出
版
社
、
一
九
六
一
年
、
四
八
二
ペ
ー
ジ
。
田
中
利
光
、
新
約
聖
書
ギ

リ
シ
ャ
語
ノ
l

ト
、
札
幌
独
立
教
報
二

O
号
、
一
九
ペ
ー
ジ
以
下
。

第
二
項

良
心
的
理
由
・
良
心
的
決
定

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

O
月
三
日
判
決
(
〈
円
円
呂
町
¥
勾
)

こ
の
判
例
は
良
心
的
兵
役
拒
否
権
に
つ
い
て
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
の
一

つ
で
あ
る
。
こ
の
重
要
さ
は
良
心
的
理
由
と
良
心
的
決
定
に
関
し
て
、
著
る

し
い
の
で
あ
る
。

ま
ず
事
実
を
見
て
お
こ
う
。

原
告
は
一
九
三
七
年
に
生
れ
、
一
九
四
八
年
か
ら
一
九
五
三
年
ま
で
少

年
キ
リ
ス
ト
者
の
会

(nFHE-江
戸
常
〈
2
2ロ
冨
ロ
何
日
宮
山
口
口
2
)
と
稲

音
主
義
的
少
年
団

(
2
8
m名目円
Z
H己
問
自
身
吋
口
署
内
)
の
メ
ン
ハ
ー
で
あ

り
、
一
九
五
三
年
九
月
以
来
兵
役
拒
否
者
協
会
(
の
2
3
0
仏

2
巧
与
?

牛
昂

5
2
2毛
色
四

2
2
F
〈
・
)
に
属
し
て
い
る
。
彼
は
一
九
五
七
年
二
月
に

郡
徴
兵
局
の
徴
兵
検
査
委
員
会
に
よ
っ
て
検
査
さ
れ
て
、
予
備
役

(
F
E
R・

2
自

2m)
に
指
定
さ
れ
た
。
兵
役
拒
否
者
審
査
委
員
会
は
、
原
告
の
武

器
を
持
つ
兵
役
を
拒
否
す
る
権
利
の
法
認
申
請
を
許
可
し
た
。
郡
徴
兵
局

長
の
異
議
に
基
づ
い
て
、
兵
役
拒
否
者
審
査
院
は
こ
の
決
定
を
取
消
し

た
。
原
告
は
ド
ユ
ヅ
セ
ル
ド
ル
フ
の
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
に
行
政
訴
訟
を

起
し
て
認
め
ら
れ
た
。
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
は
、
審
査
院
の
決
定
を
取
消

北法18(3・212)618



し
て
、
武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
権
を
原
告
に
承
認
す
る
よ
う
審
査
院
に
命

じ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
へ
の
審
査
院
の
上
訴
は
却
下
さ
れ
た
。

被
告
は
良
心
の
定
義
に
つ
い
て
は
争
わ
な
か
っ
た
が
、
ラ
ン
ト
行
政
裁
判

所
の
考
え
を
争
っ
た
の
で
あ
る
。
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
に
よ
れ
ば
、

「
良
心

(吟・完

的
決
定
と
い
う
も
の
は
、
非
教
条
主
義
的
で
個
人
的
倫
理
的
な
確
信
の
意
識

的
無
意
識
的
な
精
神
的
感
情
的
な
拘
束
力
に
、
あ
る
い
は
宗
教
的
観
念
に
基

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質

づ
き
得
る
だ
け
で
な
く
て
、
理
性
的
考
慮
や
真
剣
な
政
治
的
確
信
に
も
基
づ

き
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
し
か
し
被
告
に
よ
れ
ば
、
「
こ
の
よ
う
な
合

理
的
で
世
界
観
的
で
政
治
的
な
考
慮
は
、
ま
ず
目
的
的
で
あ
っ
て
、
道
徳
や
倫

理
や
宗
教
に
基
づ
い
て
い
な
い
」
の
だ
と
。
と
こ
ろ
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所

は
か
か
る
被
告
の
考
え
は
「
法
的
根
拠
が
な
い
」
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、

良
心
と
言
わ
れ
る
音
山
識
は
「
呼
び
お
こ
さ
れ

(
2
2
2
7
mロ)、

自
ら
だ
け
で

働
き
、
良
心
の
持
主
が
良
心
の
意
見
に
従
っ
て
行
動
す
る
べ
く
指
導
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
し
ば
し
ば
良
心
は
外
か
ら
刺
激
を
受
け
る
。
良
心

は
外
的
な
影
響
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
、

特
定
の
出
来
事
に
出
会
い

(
N
ロ
合
口
巾
B
r
2
2
5
5
R口
開
3
m口
町
∞
E
7
5
m
g
r
R尽
宮
口
)
、
内
的
に
調

ら
べ
て
か
ら

(Eロゲ
E
ロ
2
2
P
R
E閃
)
、
決
定
を
行
う
の
で
あ
る
。
外
か

ら
や
っ
て
来
る
刺
激
は
き
わ
め
て
様
々
で

宗
教
や
倫
理
の
観
念
に
よ
る

だ
け
で
は
な
く
て
、
感
催
国
的
な
考
慮
や
世
界
観
的
教
義
や
政
治
前
確
信
に
も

由
来
し
得
る
の
で
あ
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
「
単
に
知
的
、
政
治
的
、
そ
の
他

合
理
的
で
し
か
な
い
考
慮
と
認
識
で
は
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
権
利
は
与

え
ら
れ
な
い
」
が
、

「
原
告
が
自
己
の
良
心
の
抗
し
が
た
い
強
制
力
の
下
に

行
動
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
良
心
的
決
定
を
呼
び
起
こ
す
の
に
決
定
的
で
あ

っ
た
動
機
の
種
類
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
」
「
む
し
ろ
良
心
的
決
定
に
と
っ
て

本
質
的
で
あ
る
の
は
、
内
的
な
強
制
力
に
違
反
し
た
行
動
は
倫
理
的
人
格
を

傷
つ
け
あ
る
い
は
こ
わ
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
良
心
的
決
定
に
関
し
て
、
原

告
に
は
内
的
な
強
制
力
と
し
て
拘
束
力
が
あ
る
真
剣
な
倫
理
的
決
定
で
あ
る

か
ど
う
か
だ
け
で
あ
る
己

こ
の
判
例
の
言
う
と
こ
ろ
は
学
説
上
も
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
と
思
う

(
2〉

が
、
シ
ョ
イ
ナ
ー
は
政
治
的
理
由
を
批
判
す
る
。
そ
れ
だ
か
ら
シ
ョ
イ
ナ
!

を
検
討
し
よ
う
。

シ
ョ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば

ま
ず
次
の
よ
う
で
あ
る
。
良
心
は
「
内
な
る

声
」
で
あ
り
、
良
心
の
要
求
で
あ
る
か
ど
う
か
の
尺
度
は
「
倫
理
的
命
令
の

無
条
件
性
」
で
あ
る
。

「
良
心
の
要
求
と
、
政
治
的
社
会
経
済
的
な
考
慮
が

働
き
得
る
良
心
的
決
定
の
前
段
階
(
〈
0
5
2
F
D
)
と
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
よ
「
裁
判
所
が
、
良
心
的
決
定
は
倫
理
的
あ
る
い
は
宗
教
的
理
由
に
よ

っ
て
決
定
さ
れ
「
得
る
』
し

そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
他
の
『
圧
力
』

ロ
コ

北法18(3・213)619



車4

己
円

z
n
w
)
に
も
基
づ
き
『
得
る
』
と
一
7

一
口
う
と
す
れ
ば
、
こ
の
意
見
は
良
心
的

決
定
の
本
質
に
従
っ
て
は
い
な
い
の
だ
。
」

資

し
か
し
シ
ョ
イ
ナ
ー
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
シ
ョ
イ
ナ
ー
が
言
う
よ
う
に

良
心
的
決
定
と
良
心
的
決
定
の
前
段
階
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
逮

邦
行
政
裁
判
所
は
周
到
に
両
者
を
区
別
し
て
い
る
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
裁

判
所
に
よ
れ
ば
、
良
心
は
自
己
の
態
度
の
倫
理
的
価
値
無
価
値
の
主
観
的
意

識
だ
か
ら
、
か
か
る
意
識
は
様
々
な
も
の
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
る
。
こ

の
意
識
が
前
提
と
な
っ
て
い
て
、
特
定
の
出
来
事
に
つ
い
て
内
面
で
調
ら
ベ

て
、
決
定
を
下
す
。
政
治
的
確
信
も
以
上
の
過
程
を
踏
む
こ
と
が
あ
り
得
る

と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
か
る
良
心
の
意
識
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、

そ
れ
は
、
特
定
の
出
来
事
に
つ
い
て
内
面
で
調
ら
べ
て
も
決
定
を
下
す
こ
と

は
で
き
ず
、

「
単
に
知
的
、

政
治
的
、

そ
の
他
の
合
理
的
で
し
か
な
い
考

慮
と
認
識
」
な
の
で
あ
っ
て
、
シ
ヨ
イ
ナ
l
の
言
う
よ
う
に
確
か
に
良
心
的

決
定
の
前
段
階
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
シ
ヨ
イ
ナ
l
は
「
政
治
的
動
機
は
、
良
心
の
声
が
出
て
来
る
人
格

の
核
心
(
民
ヨ
ロ
)
に
ま
で
は
達
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
る
こ
と
は
、
政
治
的

動
機
に
よ
る
良
心
的
決
定
に
は
「
倫
理
的
命
令
の
無
条
件
性
」
が
認
め
ら
れ

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
疑
問
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
る
な
ら

J工

「
第
三
帝
国
に
お
い
て
い
か
な
る
強
制
的
手
段
を
も
っ
て
し
て
も
国
家

に
服
従
す
る
こ
と
を
せ
ず
、
自
己
の
良
心
の
命
ず
る
確
信
を
ま
げ
な
か
っ
た

(
3
)
 

コ
ミ
且
ニ
ス
ト
た
ち
」
の
行
動
は
人
格
の
核
心
に
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
言

え
な
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。

(
1
)

回
〈
負
君
。
肘
〈
-
u
-
H
0
・
Hmw
印
∞
(
〈
ロ
(
U
N
ω

印¥印、『
)

w

ロ〈回一
-
H
申印
m
y
ω

・

印∞∞・印∞由『・

(
2
)
ω
口}再
E
R
U
O〈

3
3・
〉
ロ
ヨ
巾
P
E
m
w
ω
-
M
g
-

な
お
、

出
血
}
戸
口

g
p
E
L
d口町

y
r
B
河
内
円
宮
門
同
巾
円
関
門
庁
間
出
企
巾

5
2
2宅
2mm門戸戸口
m-

ロ
〈
巴
・
呂
町
N
W
ω

・
N
∞
印
も
連
邦
行
政
裁
判
所
が
政
治
的
理
由
を
認
め

た
こ
と
を
疑
問
と
し
て
い
る
。
シ
ヨ
イ
ナ
ー
を
引
用
し
て
言
う
の
で
あ

る
が
、
ハ

I
ネ
ン
フ
ェ
ル
ト
は
理
由
を
示
し
て
い
な
い
。

(
3
)

ニ
l

メ

ヲ

l
、
前
褐
、
国
家
権
力
と
良
心
の
命
令
、
二
一
九
ペ
ー
ジ
。

付
良
心
的
理
由
と
良
心
的
決
定
の
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
て
来
た
。
次

に
か
か
る
良
心
的
決
定
を
引
き
起
す
理
由
と
し
て
争
わ
れ
た
と
こ
ろ
を
検
討

し
て
見
ょ
う
。

ま
ず
、
武
器
を
持
つ
兵
役
を
拒
否
す
る
権
利
の
あ
る
良
心
的
決
定
と
い
う

も
の
は
、
知
性
(
〈
2
2
2
3
と
理
性
の
活
動
に
よ
っ
て
も
呼
び
起
こ
さ
れ

得
る
と
す
る
も
の
で
あ
る

l
l連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六

O
年
五
月
二
七
日

判
決
(
〈
ロ
ハ
リ
ミ
H
3
3
0

ハノ
l
バ
!
の
ラ
ソ
ト
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
原
告
の

北法18(3・214)620



(3)・完

考
察
の
出
発
点
江
、
原
子
爆
弾
の
存
在
と
今
日
の
力
の
プ
ロ
ッ
ク
の
対
立

に
よ
っ
て
現
わ
さ
れ
た
現
代
的
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
々
の
コ
ン
ブ

リ
ク
ト
の
状
況
に
よ
る
た
め
ら
い
は
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
に
よ
れ
ば
武

器
を
持
つ
兵
役
の
拒
否
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
原
告
は
あ
ら
ゆ
る
武
器
使

用
へ
の
参
加
に
反
対
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
よ
う
に
原
告
の
陳
述
が
解
さ

れ
る
と
し
て
も
、
訴
訟
は
益
が
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
告
は
理
性
的
理
由

か
ら
兵
役
を
拒
否
す
る
が
、
理
性
的
理
由
ば
良
心
的
理
由
に
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の棒迭と特質ー

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
行
政
裁
判
所
の
考
え
を
否
定
し
た
。

「
原
告

の
説
明
は
非
常
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
状
況
に
よ
る
兵
役
拒
否
の
制
限

は
問
題
に
な
ら
な
い
。
原
告
に
は
戦
争
は
結
局
克
服
さ
れ
る
べ
き
悪
で
あ
り
、

原
告
に
は
原
子
爆
弾
の
放
棄
は
平
和
を
し
か
も
世
界
平
和
を
意
味
す
る
の
で

一
九
五
八
年
一

O
月
三
日
の
判
決
以
来
『
良
心
』
と

『
良
心
的
理
由
』
の
概
念
を
、
内
奥
に
あ
る
正
と
不
正
の
確
信
と
そ
れ
か
ら

あ
る
。
」
「
当
法
廷
は
、

出
て
来
る
特
定
の
作
為
、
不
作
為
の
義
務
が
良
心
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
と

つ
ね
に
解
釈
し
て
、
当
人
は
内
的
な
強
制
力
の
下
に
あ
り
、
彼
の
内
的
な
意

識
が
語
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
述
べ
て
来
た
。
こ
の
意
識

は
自
ら
働
き
得
る
が
、
ま
た
外
か
ら
も
宗
教
的
、
倫
理
的
、
感
情
的
、
世
界

観
的
、
政
治
的
な
刺
激
じ
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
得
る
。
し
た
が
っ
て
、
良

心
的
決
定
は
、
当
人
に
内
的
な
強
制
力
と
し
て
義
務
を
負
わ
せ
る
、
真
剣
な

倫
理
的
な
、
決
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
彼
が
真
剣
な
良
心
の
珂
責
な

し
に
は
決
定
に
反
し
て
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
当
人
が
た
だ
知
的
な
考
慮
を
働
か
せ
た
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
彼
は

良
心
的
決
定
を
下
し
て
い
な
い
の
だ
。

」
う
し
た
原
則
的
な
説
明
に
よ
る

と
、
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
が
言
う
よ
う
に
、
理
性
的
理
由
は
良
心
的
理
由
で

は
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
出
て
来
な
い
。
知
性
を
働
か
せ
る
者
は
、

知
性
に
よ
っ
て
は
確
か
に
ま
だ
得
ら
れ
た
結
果
と
内
的
な
関
連
を
持
つ
て
は

い
な
い
。
し
か
し
、
正
し
い
、
理
性
的
だ
、
と
認
め
ら
れ
た
も
の
が
内
的
な

こ
だ
ま
に
な
り
、
内
的
な
意
識
を
呼
び
起
こ
す
あ
る
い
は
か
き
た
て
る
、
同

時
に
内
的
な
知
識
と
し
て
、
人
間
の
良
心
と
し
て
固
定
す
る
、
と
い
う
こ
と
は

な
い
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
良
い
、
正
し
い
、
と
思
わ
れ
る
も
の
が

当
人
の
内
的
な
認
識
源
(
肘
円
宮

E
g
Z
E
-ゆ
と
か
ら
生
じ
、
彼
に
は
倫
理

の
根
本
原
理
(
司
2
2
2こ
に
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
ま
さ
し
く
人
間

理
性
の
絶
対
的
に
高
い
目
擦
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
的
理
由

は
良
心
的
理
由
で
は
な
い
と
い
う
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
の
見
解
は
、
以
上
の

一
般
性
に
お
い
て
支
持
で
き
な
い
。
原
告
は
良
く
考
え
て
理
性
的
な
も
の
を

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。
理
性
的
な
結
論
が
彼
に

は
拒
み
が
た
い
内
的
に
義
務
を
負
わ
せ
る
命
令
に
な
っ
て
い
る
な
ら
、
理
性

的
な
結
論
は
彼
の
良
心
の
命
令
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
。

北法18(3・215)621



料

こ
の
判
例
に
続
く
も
の
と
し
て
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
二
年
五
月
一

一
日
判
決
(
〈
口
の

5¥白
勾
と
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
二
月

(
3
u
 

一
七
日
判
決
(
〈
口
円

U
2
Rど
が
あ
る
。

資

(
1
)

∞
〈
兄
君
。
何
〈
-
N
吋・印
-

H

申白()(〈口(い]{吋同¥印
m
w
)
w
U
O〈同市山岳
0
・
ω・寸印長・

(
2
)
国

3
2
自
こ
5・
5EN(〈
ロ

2
b
¥き
)
w
U
C〈

HEN-
∞-
E
R

原
告
は
心
理
学
と
美
術
史
を
学
ぶ
学
生
で
あ
る
。
彼
は
徴
兵
検
査
の
直

前
に
兵
役
拒
否
者
国
際
連
盟

(
F
g門
口
氏

5
2
r
色
合
同

5
m
&吊
ロ
ヰ

m
a
D
O円
)
に
入
っ
て
い
た
。
プ
レ
l
メ
ン
行
政
裁
判
所
は
彼
を
認
め

な
か
っ
た
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
認
め
た
o

彼

は
人
間
同
志
の
問
で
ど
ん
な
で
あ
れ
武
器
を
使
う
こ
と
は
忌
わ
し
い
と

確
信
し
て
い
る
。
彼
が
理
性
を
働
か
せ
る
だ
け
で
、
か
か
る
内
的
に

義
務
を
負
わ
せ
る
も
の
を
確
信
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
彼
は

良
心
的
決
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
3
)

切
〈

R
耳
の
肘
〈
・
ロ

-HN-
呂
田
(
〈
口
。
宮
古

ω)・
2
巧

gg-ω
・

∞AS・
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
の
判
例
を
そ
の
ま
ま
繰
り
返
し
、

次
の
よ
う
に
一
言
う
。
原
告
は
、
原
子
兵
器
の
た
め
に
将
来
の
戦
争
は
す

べ
て
倫
理
的
に
支
持
で
き
な
い
し
、
武
力
に
よ
る
防
衛
も
す
べ
て
無
意

味
だ
と
主
張
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
こ
う
し
た
こ
と
に
協
力
す

る
こ
と
を
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
倫
理
的
道
徳
的
原
則
と
一
致
し
な
い
、
非

倫
理
的
な
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
犯
罪
的
な
行
動
と
思
い
、
そ
れ
だ
か
ら

、
何
百
万
の
人
聞
の
破
壊
に
協
力
せ
よ
と
い
う
国
家
の
要
求
に
抵
抗
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
。
そ
れ
ゆ
え
に
原
告
は
戦
争
一
般
を
倫
理

的
に
忌
む
べ
き
で
あ
る
と
し
て
拒
否
し
て
い
る
。
原
告
の
言
う
と
こ
る

に
よ
れ
ば
、
拒
否
を
特
定
の
武
器
あ
る
い
は
特
定
の
例
え
ば
将
来
あ
る

か
も
し
れ
な
い
武
力
に
よ
る
争
い
に
拒
否
を
限
っ
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
特
定
の
影
響
を
考
え
て
戦
争
は
も
は
や
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
の

だ
、
と
い
う
確
信
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
行
政

裁
判
所
の
見
解
、
す
な
わ
ち
、
良
心
の
領
域
に
お
い
て
は
原
子
兵
器
と

従
来
の
兵
器
の
聞
に
は
原
則
的
な
違
い
が
な
い
、
ま
た
、
普
と
怒
を
考

え
る
と
原
子
兵
器
と
石
器
時
代
の
税
様
と
の
悶
に
な
違
い
が
な
い
、
こ

れ
ら
は
説
得
力
が
な
い
。
原
子
兵
器
、
か
全
人
類
を
お
ど
し
て
い
る
と
い

う
事
実
そ
の
も
の
が
、
つ
い
に
は
良
心
の
問
題
と
な
る
合
理
的
な
原
因

と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。

北法18(3・216)622

基
本
法
四
条
三
項
(
兵
役
義
務
法
二
五
条
)
の
意
味
に
お
け
る
良
心

的
決
定
は
感
情
に
よ
っ
て
で
も
行
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
情
が
良
心
的
理

仁j
由
に
な
り
得
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
良
心
的
決
定
は
倫
理
的
に
正
当

性
が
あ
る
と
い
う
主
観
的
意
識
を
前
提
と
す
る
が
、
倫
理
的
に
正
当
性
が
あ

る
と
い
う
合
理
的
考
慮
を
前
提
と
し
な
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
l
i
l連
邦
行

政
裁
判
所
一
九
六
一
年
六
月
一
一
一
一
一
日
判
決
(
〈
口
わ
同
包
示
。
)
。

上
告
は
「
賛
成
反
対
の
合
理
的
考
慮
が
必
要
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
い
わ

ゆ
る
感
情
的
(
向
。
同
E
E
m
自
由
虫
色
兵
役
拒
否
者
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
言
つ

て
い
る
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、

「
感
情
に
支
配
さ
れ
て
い
る
者
で
そ
の

能
力
と
成
長
で
は
兵
役
拒
否
を
精
神
の
問
題
と
し
て
処
理
で
き
な
い
者
で
あ



っ
て
も
、
そ
れ
で
も
な
お
良
心
的
決
定
を
下
し
得
る
」
と
判
断
す
る
。

ぜ
な
ら
ば
、
彼
も
倫
理
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
倫
理

的
認
識
に
違
反
し
て
行
動
す
る
と
自
分
は
絶
望
的
な
内
的
な
状
態
に
陥
る
ほ

ど
に
、
こ
の
倫
理
的
認
識
に
強
く
義
務
が
あ
る
と
ま
さ
し
く
彼
は
感
じ
て
い

(3)・完

る
か
ら
で
あ
る
。
」
す
な
わ
ち
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
言
う
と
こ
ろ
は
、
「
良

心
的
決
定
の
倫
理
的
意
味
と
正
し
さ
の
意
識
」
と
こ
の
意
識
の
拘
束
力
を
当

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質

人
が
感
じ
て
い
れ
ば
よ
く
、
「
賛
成
反
対
の
合
理
的
考
慮
」
は
必
要
で
は
な

半1] ¥，下
所、

とと
共い
にう
ー..，
精と
神で
的あ
ある
る O

い但
はし
肉連
体邦
的行
な政
ぷ裁
廿判
531] 帯

主i2
37 
指 L
す γ
ると

建設
PI~ 裁

と
く
に
白
己
の
生
命
を
賭
け
る
こ
と
に
対
す
る
恐
怖
に
基
づ
い
た
武
器
を
持

つ
兵
役
拒
否
は
、
基
本
法
四
条
コ
一
項
と
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
良
心
の
保
護

を
受
け
な
い
」
こ
と
を
認
め
る
ο

「
な
ぜ
な
ら
ば
基
本
法
四
条
三
項
と
兵
役

義
務
法
二
五
条
に
よ
っ
て
は
、
自
分
が
快
適
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
や
自
己

保
存
が
保
護
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
倫
理
的
人
格
と
し
て
の
人
聞
が
保
護
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
」
で
は
原
告
を
見
る
と
ど
う
か
。
自
分
は
他
人
に
苦
痛

を
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
言
う
。

「
彼
は
苦
痛
で
破
れ
る
だ
ろ
う
。

彼
の
感
情
的
な
決
心
は
、
積
極
的
な
認
識
の
意
味
で
は
は
っ
き
り
し
て
い
な

い
と
し
て
も
、
逃
げ
道
の
な
い
本
能
的
な
消
極
的
な
防
御
作
用
の
意
味
で
は

良
心
の
決
定
で
あ
る
。
彼
の
拒
否
は
彼
の
魂
の
悩
み
の
中
に
原
因
が
あ
り
、

一--，
な

彼
の
魂
は
脆
弱
さ
と
柔
和
さ
の
た
め
に
無
防
備
で
あ
り
、

合
理
的
な
尺
度

(∞。
rgH)
に
よ
っ
て
は
改
良
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
ハ
ノ
l
パ
l
行
政
裁
判

所
は
「
原
告
の
拒
否
が
彼
自
身
の
内
的
な
強
制
力
に
基
づ
い
て
い
る
」
こ
と

を
確
認
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
拒
否
に
よ
っ
て
正
し
い
こ
と
を
し
た
、

と
い
う
主
観
的
意
識
が
原
告
か
ら
奪
わ
れ
で
は
な
ら
な
い
。
」

こ
の
判
例
は
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
六
月
一
一
一
一
一
日
判
決
(
〈
口
わ

〈

2
〕

ωω
示
。
)
と
同
じ
日
に
出
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九

(
3
v
 

六
一
年
七
月
二
一
日
判
決
(
〈
ロ
ハ

u
g申
示
。
)
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。

(
1
)

虫、
0
2
0肘
〈
-
N
ω
-
a・
5
2
(〈
口
(
U
Z
H
¥
g
)
・ロ
O
〈

H
g
N
w
ω
・

ω
C
M『・

(
2
)

回〈
2
君
。
肘
〈
-Mω
・∞・

5
2
(〈
口
。

ωω¥
品
。
)
唱
。
〈
回
一
-Hmvm山
Nwω
・

色
申
・
判
決
要
旨
し
か
わ
か
ら
な
い
。

(3)

回
3
2
0何
〈
-
N
H
・叶・

5
2
(〈
H
H
C
Zぞ
き
)
w
Z
J司

5
2・
ω
・

H

申串]{・ま
た
ダ
ル
ム
シ
ュ
タ
ゲ
ト
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
八
月
一
日
判
決

(
円
〈
告
¥
丘
)
は
、

同

戦
争
で
人
聞

を
殺
害
す
る
こ
と
は
す
べ
て
倫
理
的
に
忌
む
べ
き
で
あ
る
と
い
う
情
緒
的
あ

「
武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
の
決
定
は

る
い
は
合
理
的
確
信
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら
、
良
心
的
決
定
で
あ
る
」
と
言

北法18(3・217)623



キキ

っ
て
い
る
。

資

(1)

巴
ミ
ヨ
丸
田
門
町
〈
の
開
く
-
H
-

∞・

5
2
3〈
品
目
、
可
¥
色
)
・
ロ
〈
∞
一
-

H
由
昂

N
・

m・
ι由
也
.

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
六

O
年
一
二
月
二

O
日
判
決
(
同
∞
ト
N
H
B
O
)

一
で
は
基
本
法
四
条
三
項
と
兵
役
義
務
法
二
五
条
が
一
致
す
る
場
合
が
前

提
さ
れ
る
事
件
が
扱
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
も
そ
も
両
者
が
一
致
す
る
か

ど
う
か
が
争
わ
れ
、
連
邦
憲
法
裁
判
所

r、
「
兵
役
義
務
法
二
五
条
一
項
は
、

合
憲
解
釈
(
〈
2
p
a
g
m印
r
cロ『
2
5巾
〉
己
凹

-aE四
)
に
よ
っ
て
、
基
本
法

四
条
三
項
と
一
致
す

U
V」
と
、
判
決
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
良
心
的
理
由
と

良
心
的
決
定
に
つ
い
て
最
も
大
き
な
影
響
を
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
及
ぼ
し

た
の
で
あ
る
。

原
告
は
一
九
三
一
八
年
に
生
れ
、
一
九
五
九
年
に
は
召
集
さ
れ
る
か
も
し

れ
な
か
っ
た
。
兵
役
拒
否
者
の
承
認
申
請
を
し
た
。
理
由
と
し
て
彼
が
述

べ
た
と
こ
ろ
は
、
分
割
さ
れ
た
ド
イ
ツ
で
武
器
を
持
つ
兵
役
を
果
す
こ
と

は
自
分
に
は
良
心
的
理
由
か
ら
考
ら
れ
な
い
、
な
ぜ
な
ら
ば
あ
る
日
ド
イ

ツ
人
を
打
て
と
い
う
命
令
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い

か
ら
だ
、
「
自
由
な
、
統
一
さ
れ
た
祖
国
」
で
は
い
つ
で
も
進
ん
で
自
分

は
武
器
を
持
つ
兵
役
を
果
そ
う
と
。
し
か
し
、
兵
役
拒
否
者
審
査
委
員
会

は
、
原
告
が
国
家
間
の
あ
ら
ゆ
る
武
器
使
用
に
反
対
す
る
の
で
は
な
い
と

し
て
、
申
請
を
却
下
し
た
。
「
原
告
は
特
定
の
戦
争
に
-
反
対
す
る
状
況
に

よ
る
良
心
的
決
定
を
し
た
に
す
、
ぎ
な
く
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
兵
役
義
務

法
二
五
条
に
よ
る
兵
役
拒
否
者
の
承
認
に
は
十
分
で
は
な
い
」
と
。
さ
ら

に
兵
役
拒
否
者
審
査
院
も
原
告
の
異
議
を
却
下
し
た
。
そ
こ
で
、
原
告
は

シ
ユ
レ
ス
ピ
イ
ヒ
・
ホ
ル
ス
タ
イ
ン
行
政
裁
判
所
に
行
政
訴
訟
を
起
こ
し

た
。
行
政
裁
判
所
の
考
え
で
は
、
「
兵
役
義
務
法
二
五
条
に
よ
れ
ば
、
訴

訟
は
却
下
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
状
況
に
よ
る
良
心
的

決
定
が
二
五
条
に
よ
っ
て
保
障
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。
」
し
か
し
、
兵
役

義
務
法
二
五
条
は
基
本
法
四
条
三
項
に
矛
盾
す
る
の
だ
と
。
す
な
わ
ち

「
憲
法
規
範
は
国
民
の
良
心
に
反
し
て
兵
役
を
強
制
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
具
体
的
な
武
力
に
よ
る
争
い
に
参
加
す
る
こ
と
だ
け

を
良
心
的
理
由
か
ら
拒
否
す
る
者
も
、
武
器
を
持
つ
兵
役
を
強
制
さ
れ
て

は
な
ら
な
い
。
憲
法
で
保
障
さ
れ
た
権
利
を
兵
役
義
務
法
二
五
条
で
制
限

す
る
こ
と
は
、
『
詳
細
』
だ
け
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
単
な
る
立

法
者
に
は
許
さ
れ
て
い
な
い
よ
行
政
裁
判
所
は
以
上
の
よ
う
に
考
え
て
、

基
本
法
一

O
O条
一
項
「
裁
判
所
が
、
裁
判
に
さ
い
し
て
そ
の
効
力
が
問

題
と
な
る
法
律
を
違
憲
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
は
、
手
続
を
中
止
し
、

・
:
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
裁
判
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o
」
に
従
ぃ
、

行
政
訴
訟
手
続
を
中
止
し
て
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
が
基
本
法
四
条
三
項

ハ
百
)

と
一
致
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
連
邦
憲
法
裁
判
所
に
求
め
た
。

北法18(3・218)624

憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
に
一
般
的
兵
役
義
務
を
施
行
す
る
法
律
は
憲
法
規

範
と
矛
盾
す
る

M
N
第
二
に
良
心
的
決
定
、
第
一
二
に
武
器
を
持
つ
兵
役
、
第



四
に
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
合
憲
性
を
述
べ
る
。

第
一
点
は
省
く
。

第
二
点
を
見
ょ
う
。

「
良
心
的
決
定
は
、
つ
ね
に
、
決
定
す
る
こ
と
が
内

的
に
拒
み
が
た
く
な
る
一
定
の
状
況
に
直
面
し
て
行
わ
れ
る
。
」
「
こ
の
意
味

(3)・完

に
お
い
て
良
心
的
決
定
は
本
質
的
に
そ
し
て
つ
ね
に
「
状
況
に
よ
る
』

(
m
r

Z
3
0
5
Z
N
o
m
g
)
。

ま
た
、

世
界
観
の
原
則
的
な
確
信
で
あ
る
か
ど

う
か
、
あ
る
い
は
信
仰
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
関
す
る
と
す
れ
ば
、
良

〈

6
)

心
的
決
定
は
同
時
に
『
規
範
に
か
か
わ
っ
て
い
る
』
(
ロ
ミ
groND如何口)。」

「
か
く
し
て
、
良
心
的
決
定
と
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
真
剣
な
倫
理
的
決
定
が
、

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質ー

『
議
官
』
と
『
悪
』
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
決
定
が
、
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
深

刻
な
良
心
の
町
責
な
し
に
は
違
反
し
た
行
動
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
、

状
況
に
お
い
て
自
己
に
強
制
的
で
そ
し
て
無
条
件
に
義
務
を
課
し
て
い
る
、
一
定
の

と
当
人
が
内
的
に
経
験
す
る
決
定
で
あ
る
。
」

第
三
点
に
つ
い
て
。
前
提
と
し
て
、

「
基
本
法
四
条
三
項
は
『
武
器
を

持
つ
兵
役
』
を
拒
否
す
る
良
心
的
決
定
し
か
認
め
て
い
な
い
よ
と
言
う
。

「
良
心
的
決
定
は
内
容
上
武
器
を
持
つ
役
務
(
巧
え

r
E
5
2
)
に
だ
け
向

け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

「
い
か
な
る
種
類
の
武
器
で
あ
れ
、

武
器
を
た
ず
さ
え
る
な
、

と
い
う
良
心
の
禁
止
が
一
言
わ
れ
て
い
る
。

す
な

わ
ち
、

戦
争
で
、

(
必
ず
使
わ
れ
る
)

武
器
に
よ
っ
て
人
を
殺
す
こ
と
に

直
接
向
け
ら
れ
る
行
為
を
良
心
は
禁
じ
て
い
る
。
武
器
で
人
を
殺
さ
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
こ
と
に
し
か
、
基
本
法
上
個
人
の
、
苛
酷
な
内
的
な
負
担

は
な
い
。
憲
法
と
法
律
で
一
般
的
に
課
せ
ら
れ
た
国
民
の
義
務
を
拒
否
す
る

こ
と
に
な
り
、
し
か
も

(
少
な
く
と
も
目
立
っ
て
)

国
家
的
利
益
に
矛

盾
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
の
拒
否
の
良
心
的
決
定
を
承
認
す
る
負
担

で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
次
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
、
す
な
わ
ち
自
分

の
良
心
は
自
分
に
武
器
を
持
つ
兵
役
そ
の
も
の
を
禁
じ
て
い
る
の
で
は
な
く

て
、
も
つ
ば
ら
一
定
の

(
r
g
t
B
B同
)
戦
争
参
加
、
例
え
ば
一
定
の
敵
に
対

す
る
、
一
定
の
条
件
下
で
の
、
一
定
の
歴
史
的
状
況
に
お
け
る
、
一
定
の
武

器
に
よ
る
戦
争
参
加
を
禁
じ
て
い
る
、
と
主
張
す
る
者
は
基
本
法
四
条
三
項

の
基
本
権
を
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
よ
「
こ
れ
ら
す
べ
て
の
場
合
に

真
剣
な
良
心
の
た
め
ら
い
が
兵
役
義
務
者
に
彼
の
態
度
を
決
め
さ
せ
る
だ
ろ

ぅ
。
し
か
し
彼
の
良
心
的
決
定
は
、
一
五
来
武
器
を
持
つ
兵
役
に
向
け
ら
れ
て

い
る
の
で
は
な
く
て
、
国
家
権
力
が
、
軍
隊
を
、
政
治
的
軍
事
的
な
具
体
的

目
的
の
た
め
の
一
定
の
手
段
と
し
て
あ
る
い
は
一
般
的
に
、
差
向
け
る
こ
と

に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
」
す
な
わ
ち
「
彼
は
戦
争
で
の
殺
人
そ
の
も
の
を
拒

杏
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
こ
の
敵
の
、
こ
の
戦
争
の
、
こ
の
武
器
に
よ

る
殺
人
し
か
拒
否
し
な
い
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
戦
争
で
武
器
を
も
っ

て
人
聞
を
殺
す
こ
と
の
内
的
な
負
担
が
、
す
な
わ
ち
憲
法
で
良
心
的
兵
役
拒

北法18(3・219)625



料

否
者
を
是
認
す
る
根
拠
の
負
担
が
こ
れ
ら
の
場
合
に
は
な
い
。

場
合
を
ひ
っ
く
る
め
て
『
状
況
に
よ
る
』

(
ω
X
E
C
O
ロ
mroLE四
円
)
(
ま
た
『
現

「
こ
れ
ら
の

資

実
的
』

(
ω
E
Sロ
)
、
『
具
体
的
』

(roロ
r
E
)
〉
兵
役
拒
否
と
表
現
す
れ
ば
、

結
論
と
し
て
次
の
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
o

す
な
わ
ち
、
基
本
法
四
条
三
項

は
、
平
時
で
も
戦
時
で
も
武
器
を
持
つ
兵
役
そ
の
も
の
を
一
般
的
に
拒
否
す

る
者
の
良
心
的
決
定
に
基
づ
い
た
、
原
則
的
な
な
円
E
N目
立
巾
巴
)
、
武
器
を
持

つ
兵
役
拒
否
を
保
護
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
一
定
の
戦
争
、

一
定
の
種
類

の
戦
争
へ
の
参
加
、
あ
る
い
は
一
定
の
武
器
を
た
ず
さ
加
え
る
こ
と
を
拒
否
す

る
と
い
う
『
状
況
に
よ
る
』
兵
役
拒
否
を
、
基
本
法
四
条
三
項
は
守
っ
て
い

な
い
。
」
第
四
点
に
つ
い
て
。
憲
法
裁
判
所
は
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
制
定
経
過

〈

7
)

を
調
ら
ベ
た
後
で
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
合
憲
性
を
独
自
に
主
張
、
展
開

す
る
。

「
状
況
に
よ
る
」
兵
役
拒
否
は
全
然
基
本
権
と
し
て
保
障
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
の
こ
と
が
言
わ
れ
る
限
り
は
、

「
兵
役
義
務
法
二
五
条
は
基
本
法

四
条
三
項
と
一
致
す
る
。
」
次
に
、

兵
役
義
務
法
二
五
条
が
、
「
原
則
的
」

な
兵
役
拒
否
者
の
グ
ル
ー
プ
を
、
基
本
法
四
条
一
一
一
項
が
保
障
し
て
い
る
よ
り

も
制
限
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
こ
の
点
で
違
憲
か
ど
う
か
、

を
考
え
る
。

「
武
器
を
持
つ
兵
役
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
者
は
、

な
ぜ

拒
否
で
き
る
。

な
ら
、

彼
は
、
戦
争
そ
の
も
の
を
無
条
件
か
つ
あ
ら
ゆ
る
状
況
に
お
い
て

否
認
す
る
た
め
、
彼
の
良
心
が
当
然
あ
ら
ゆ
る
戦
争
へ
の
参
加
を
禁
止
す
る

原
則
的
(
『
教
条
主
義
的
』
)
平
和
主
義
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は

武
器
を
持
つ
兵
役
を
、

今
こ
こ
に
お
い
て
も

(ロロ《
H
Y
σ
c
g
出
口
仏

ypσ
円
)

一
般
的
に
拒
否
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

工
ぷ
一
工
‘
っ
、

・7
-
k
r
T
F，

現
在
の
歴
史
的
政
治

的
状
況
に
し
か
あ
て
は
ま
ら
ず
、
当
然
あ
ら
ゆ
る
時
代
と
あ
ら
ゆ
る
戦
争
に

あ
て
は
ま
ら
な
い
諸
々
の
経
験
や
考
慮
が
、
武
器
を
持
つ
兵
役
を
彼
に
拒
否

さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

拒
否
の
内
容
す
な
わ
ち
拒
否
の
直
接
目
的
が

況
に
よ
る
』
の
で
は
な
く
て
、
拒
否
者
の
動
機
が
『
状
況
に
よ
る
』
の
で
る

る
。
」
こ
れ
ら
二
つ
の
兵
役
拒
否
者
の
ク
ル
l
プ
が
基
本
法
四
条
三
項
に
よ

っ
て
保
障
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
文
言
で
は
、

第
一
の
グ
ル
ー
プ
す
な
わ
ち
原
則
的
平
和
主
義
者
し
か
含
ま
れ
て
い
な
く

思
わ
れ
る
。
」

兵
役
義
務
法
二
五
条
は
こ
の
限
り
で
違
憲
に
な
る

で
は
、

カミ。

憲
法
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
合
憲
と
す
る
。

「
『
国
家
聞
の
あ

ら
ゆ
る
武
器
使
用
に
参
加
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
:
:
:
者
』
と
い
う
言
葉

t土

ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
と
他
の
ど
こ
か
の
国
と
の
あ
ら
ゆ
る

(
い
か
な

る
武
器
を
も
っ
て
で
あ
れ
戦
い
抜
く
べ
き
)

戦
争
参
加
拒
否
し
か
、

か
に
兵
役
拒
否
者
に
求
め
て
い
な
い
。
自
分
は
ど
こ
か
の
国
々
の
交
戦
に

い
つ
か
参
加
す
る
か
ど
う
か
、

他
の
人
は
参
加
す
べ
き
か

お
ま
け
に
、

い乙
h

フか、

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
良
心
的
決
定
が

要
求
さ
れ
て
は
な

北法18(3・220)625
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ら
な
い
。
絶
対
的
平
和
主
義
者
は
、
彼
の
一
般
的
な
見
解
の
自
明
の
帰
結
だ

か
ら
、
か
か
る
疑
問
を
ょ
う
い
に
肯
定
し
よ
う
。
し
か
し
、
絶
対
的
平
和
主

義
者
で
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
良
心
に
は
過
大
な
要
求
で
あ
ろ
う
。
発
生
が

全
く
あ
り
そ
う
も
な
く
、
実
際
的
で
な
け
れ
ば
考
え
ら
れ
な
い
状
況
で
の
態

(ゆ・完

度
を
良
心
は
十
分
判
断
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
連
邦
共
和
国
が
巻

〈

8
)

き
込
ま
れ
る
戦
争
だ
け
が
む
し
ろ
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
。

良心的兵役拒否権ーボン基本法3条4項の構造と特質ー
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1
)
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同
問
。
開
〈

-
N
0・
5
・

5
2
(同
国

ぐ

F
N
H
¥由())・

]
N
5
2・
m-

串也]戸町民一・

(
2
)

〉
-m・

o・-∞・品川
V
H
-

(
3
)

〉
-
P
0・

(
4
)

こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
い
評
釈
を
、
シ
ヨ
イ
ナ
ー
が
書
い
て
い
る

m
n
Y
2口
角
川
口
口

2

∞円
Y
E
N
仏

2
0
q吉
田
巾

E
F
2
r
。X
F
E
剛
山

o
n
z
ι
2

関
口
。
間
的
仏

5
5
2
R
S
4
2町
内
自
♂

U
O〈
お
2
・∞
-
N
C
M
F

(
5
)

第
二
点
以
下
は
、
切
〈
。
え
の
閃
-

P

P

0
・
ω・
ぉ
ピ
・

(
6
)
m
E
E
5ロ凹
rmNO伺
g
と
ロ
ミ
B
Z
N
G
m
g
の
訳
語
は
ど
ん
な
も
の
が

ふ
さ
わ
し
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
7
)

本
稿
同
参
照
。
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
制
定
経
過
を
扱
っ
た
判
例
に

す
で
に
切
〈
2
垣
の
何
〈
・

W
H
O
-
H
U
印
∞
(
〈
口
わ

Nω
印¥印、吋
)

w

ロ
〈
回
一
-
M
U
S
-

ω
-
E∞
『
・
が
あ
る
ο

も
ち
ろ
ん
制
定
経
過
の
内
容
は
連
邦
憲
法
裁
判
所

と
同
じ
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
絶
対
的
な
良
心
的
兵
役
拒
否

者
で
あ
る
原
告
が
一
九
五
八
年
の
判
例
で
は
問
題
に
な
っ
て
い
た
か
ら

兵
役
義
務
法
二
五
条
の
違
憲
性
を
考
慮
す
る
必
要
が
な
い
の
に
、
連
邦

行
政
裁
判
所
が
長
々
と
二
五
条
の
法
立
と
制
定
経
過
を
調
ら
べ
て
「
状

況
に
よ
る
良
心
の
た
め
ら
い
」
が
除
か
れ
て
い
る
と
述
べ
た
こ
と
で
あ

る
。
二
五
条
の
違
憲
を
に
お
わ
せ
た
と
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

(
8
)

二
五
条
の
違
憲
問
題
に
関
係
が
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
憲
法
裁

判
所
は
二
五
条
の
構
造
を
次
に
説
明
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
良
心
的
兵

役
拒
否
権
の
構
造
を
理
解
す
る
上
で
は
重
要
だ
と
思
う
。
す
な
わ
ち
、

「
一
項
の
前
半
(
『
反
対
す
る
:
・
者
』
〉
が
本
質
的
に
は
後
半
(
『
武

器
を
持
つ
兵
役
を
拒
否
す
る
・
:
〔
者
〕
』
)
と
ま
る
で
同
じ
意
味
を
持
っ

て
い
る
よ
う
に
た
し
か
に
思
わ
れ
る
o

何
じ
ろ
前
半
は
「
し
た
が
っ

て
』

(
5仏
母
m
E一
『
)
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
後
半
を
理
由
づ
け
る
関

係
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
半
ば
内
的
な
出
来

事
す
な
わ
ち
抵
抗
を
決
意
す
る
ま
で
に
至
る
良
心
的
考
慮
を
さ
し
て
お

り
、
後
半
は
前
半
の
良
心
的
出
来
事
を
通
し
て
理
由
づ
け
ら
れ
る
外
面

的
態
度
す
な
わ
ち
武
器
を
持
つ
兵
役
が
拒
否
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い

う
当
局
に
対
す
る
陳
述
そ
の
も
の
を
き
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
外

見
上
無
意
味
な
こ
と
が
避
け
ら
れ
る
。
」

で
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
を
第
二
点
か
ら
検
討
し
よ
う
。
ア
ル

(
1
)
 

ン
ト
は
、
良
心
的
決
定
は
す
べ
て
状
況
に
関
連
し
て
い
る
と
言
う
。
し
た
が

っ
て
判
例
は
支
持
さ
れ
よ
う
。

←j 
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(
1
)
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m
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5
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Z
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料

判
例
の
第
三
点
と
第
四
点
を
形
式
的
に
区
別
し
た
が
、
論
じ
ら
れ
て

い
る
内
容
で
区
別
す
る
と
す
れ
ば
、
第
四
点
の
前
半
す
な
わ
ち
、
動
機
が

口

資

「
状
況
に
よ
る
」
兵
役
拒
否
の
問
題
は
、
む
し
ろ
第
三
点
す
な
わ
ち
、

器
を
持
つ
兵
役
」
の
問
題
と
し
て
検
討
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
以
下
そ
の

よ
う
に
考
え
る
。

第
三
点
を
見
ょ
う
。
憲
法
裁
判
所
が
基
本
法
四
条
三
項
の
「
武
器
」

に
重
点
を
置
い
て
考
え
て
い
る
こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
同
で
見
た

よ
う
に
、
四
条
三
項
の
「
武
器
」
に
重
点
を
置
い
て
考
え
る
も
の
は
、
基
本

「
武
器
」
に
重
点
を
置
い
て
ど
ん
な
場
合

的
に
は
ル
ヅ
パ

l
ス
説
で
あ
る
。

で
も
人
を
殺
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

四
条
三
項
の
解
釈
と
し
て
、

ど
う

し
て
可
能
な
の
か
。
ル
ヅ
パ
!
ス
説
に
は
十
分
な
根
拠
を
見
い
出
せ
な
か
っ

た
が
、
憲
法
裁
判
所
は
こ
の
説
に
従
っ
て
い
る
o

但
し
、
憲
法
裁
判
所
は
、

人
を
殺
す
こ
と
の
内
的
な
負
担
に
耐
え
ら
れ
な
い
者
を
、
憲
法
は
救
う
の

だ
、
と
い
う
立
法
者
昔
前
を
前
提
に
し
て
い
る
と
思
う
。
で
は
ど
う
し
て
か

か
る
前
提
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
説
明
さ
れ
て
い
な
い
。

次
に
、

「
武
器
を
持
つ
兵
役
」
を
「
戦
争
で
の
殺
人
そ
の
も
の
」
と
解
釈

す
る
こ
と
と
、
状
況
に
よ
る
良
心
的
決
定
と
の
関
係
を
見
ょ
う
。

「
戦
争
で

の
殺
人
そ
の
も
の
」

ど
ん
な
場
合
で
も
戦
争
で
人
を
殺
さ

の
拒
否
と
は
、

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
、
か
つ
て
、

「
あ
ら
ゆ
る
」
、
「
ど
ん
な
場
合

で
も
」
、
「
す
べ
て
」
、
「
一
般
的
」
等
の
言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
観
念
が
強
調
さ

北法18(3・222)628

れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
状
況
に
よ
る
兵
役
拒
否
が
「
武
器
を
持
つ
兵

武

役
」
拒
否
と
区
別
さ
れ
る
。
つ
ま
り
状
況
に
よ
る
良
心
的
兵
役
拒
否
が
四
条

三
項
で
は
保
護
さ
れ
な
く
な
る
。
し
か
し
裁
判
所
の
考
え
に
は
賛
成
で
き
な

(
1
)

連
邦
憲
法
裁
判
所
、
が
「
客
観
的
な
立
法
者
意
思
」
を
採
用
す
る
こ
と

は
す
で
に
判
例
で
形
成
さ
れ
て
い
る
(
∞
R
F
G『w
〈
2
p
g
c口問白
mnz-

〈
2
君
主
主
口
問
2
R
E
w
〈
q
p
r河口問同
2
z
w
N
-
〉
丘
一
ω聞の
ω・
3
u
切のロ
ι
E祖

国

--H口
E
r
ロ
ロ
仏
の
河
口
Nσ
ロ

L
2
0巾
r
o
g
仏
巾
円
〈
2
E印
mC口問
ωro口'

『DHBmロ
C
2
2
N
O
B
E
r
m戸ロ
m-ザ
ぜ
肉

Gロ
mwHmny片岡町付『口同りぬ戸
gnyoω
岡山内円『同

s
s
w
ω
・
企
N
)
。
な
お
、
ラ
l
ト
ブ
ル
ヅ
フ
、
法
学
入
門
、
東
大
出
版

会
、
一
九
六
ご
平
、
二
八
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

(
2
)

シ
ヨ
イ
ナ
1

は
判
決
に
賛
成
す
る
(
伊

Z
E
R
P
由・

0
・∞
-NZ)υ

ま
た
、
ハ

l
ネ
ン
フ
ェ
ル
ト
や
シ
エ

l

ラ
l

・
フ
ロ
ア
・
ク
レ
ヅ
ケ
ラ

ー
も
判
決
に
賛
成
し
て
い
る
が
、
な
ぜ
判
決
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か

を
示
し
て
い
な
い
(
出
白
『
ロ
E
E
L
-
E旧民

γ
r
B
H
N
R
Z
L
R
民巳内問団
E

L
5
5芝
包
毛
色
聞
の
同
ロ
ロ
開
w
U〈
巴
・
呂
田
Nwω
・

N∞日

u
m
n
7
2
2
1
2
2
J

F
O町巾
-
F
巧
与
え
-57
者百円
NWN・
〉
丘
一
ω
雪

ω・
5
3
0
し
か
し
、

ア
デ
ナ
ウ
ア
l

の
再
軍
備
政
策
に
反
対
し
て
内
相
を
辞
職
し
た

出
2
5
2
5ロ
は
「
武
器
を
持
つ
兵
役
」
を
あ
ま
り
に
狭
く
連
邦
憲
法

裁
判
所
は
解
釈
し
て
い
る
と
批
判
す
る
(
出
巾
C
d
g
k
E
P
0・
J

封、・〉=ー



(3)・完

宮
内

Hrc口問
-
Z
]
ヨ
3
2・
mw・
忠
良
・
ハ
イ
ネ
マ

γ
辞
職
の
い
き
さ
つ

は
、
ク
チ

γ
ス
キ

l
、
戦
後
西
ド
イ
ツ
の
政
治
と
経
済
、
二
一
一
一
一
一
|
二

二
五
ペ
ー
ジ
が
詳
し
い
)
。

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
人
を
殺

さ
な
い
こ
と
が
、
良
心
的
兵
役
拒
否
者
か
ら
求
め
ら
れ
は
し
な
い
。
こ

の
こ
と
は
、
エ
ホ
パ
の
証
人
の
、
場
合
に
よ
っ
て
は
人
を
殺
す
こ
と
が
あ

り
得
る
、
と
い
う
多
数
の
判
例
で
示
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
重
要
な
こ
と

は
、
「
宗
教
的
な
修
養
と
信
念
」
に
兵
役
拒
否
が
基
づ
い
て
い
る
か
ど

う
か
と
、
「
い
か
な
る
形
に
お
い
て
も
戦
争
に
参
加
し
な
い
こ
と
」
で

あ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
人
を
殺
さ
な
い
と
い
う

こ
と
は
、
良
心
的
兵
役
拒
否
者
か
ら
求
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
す
で
に
述

べ
た
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
「
戦
闘
任
務
を
遂
行
す
る
こ
と
」
を
他
の
二

つ
か
ら
区
別
し
て
い
る
(
本
稿
付
一
六
六
ペ
ー
ジ
)
か
ら
、
ボ
ン
基
本

法
四
条
三
項
の
理
解
で
も
「
武
器
」
を
強
調
し
て
憲
法
裁
判
所
の
判
決

や
ル
ヅ
バ

l
ス
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
議
論
も
一
応
考
え
得
る
が
、
単
純
に
は
肯
定
で
き
な
い
よ
う
に
田
ゅ

う
。
も
っ
と
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
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)
 

唱

i(
 
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
具
体
的
事
件
で
ど
の

よ
う
に
考
え
た
か
、
を
見
ょ
う
。
ま
ず
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
六
月

一
一
一
一
一
日
判
決
(
百
円
竺
印
与
は
、
戦
争
に
お
い
て
も
内
的
に
拘
束
力
の
あ

る
倫
理
的
な
殺
人
の
禁
止
だ
け
が
、
基
本
法
四
条
三
項
の
良
心
的
決
定
を
根

拠
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
す
る
。
し
か
し
原
告
は
、
戦
争
で
の
人
間
生

命
の
暴
力
的
破
壊
を
一
般
的
に
否
定
せ
ず
、
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
ド
イ
ツ
の

再
軍
備
は
政
治
的
法
的
に
支
持
で
き
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
ル

こ
の
判
例
か
ら
は
、
な
ぜ
良
心
的
決
定
が
、
武
器
で
人
を
殺
す
こ
と
に
の

み
向
け
ら
れ
る
か
の
理
由
は
不
明
で
あ
る
。
以
下
の
判
例
で
も
同
じ
で
あ

る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
断
を
当
然
に
前
提
し
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
あ

(
3
)
 

ろ
う
か
。

(
2
)
 

先
の
判
例
と
事
実
は
異
な
る
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
六

(
4
)
 

月
二
一
一
一
日
判
決
(
〈
口
わ
印

N
B∞
)
で
も
、

ω 

原
告
は

「
武
器
で
人
を
殺
す
こ

と
」
に
基
づ
い
て
い
な
い
と
し
て
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

原
告
は
一
九
三
七
年
に
生
れ
、
一
九
五
七
年
予
備
役
に
指
定
さ
れ
た
。

彼
は
次
の
理
由
で
武
器
を
持
つ
兵
役
を
拒
否
し
た
。
自
分
の
父
は
抜
群
の

「
オ
ー
ク
の
茂
り
葉
の
騎
士
十
字
勲
章
を
持
っ
て
い
る

S
S
分

隊

長

と

師
団
長
」

(ω?の
E
宅
E
Z
Z
2
5
L
U
Z
E
5
5
r
c
B
E
E
Fミ

E
I

舟
B
列

H
2
2
r
s己
反

B
X
巴
n
Zロ
-Er)
で
あ
っ
た
。
一
九
四
四
年
に
戦

死
。
今
日
父
の
名
誉
を
傷
つ
け
て
い
る
国
家
の
た
め
に
、
武
器
を
持
つ
兵

役
は
、
自
分
に
は
父
の
回
怨
(
〉
ロ
L
g
r
g
)
の
良
心
的
理
由
の
た
め
に
で

き
な
い
。
自
分
に
は
祖
国
の
た
め
に
身
を
さ
さ
げ
る
こ
と
は
最
高
の
名
誉

で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
戦
死
し
た
父
は
今
日
軍
隊
の
面
白
を
汚
し

(〆

5
F
E
Z
C
門
会
問
)
た
と
し
て
犯
罪
者
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
審
査
委
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料

員
会
、
審
査
院
、
そ
し
て
ト
ユ
ツ
セ
ル
ド
ル
フ
の
一
フ
ン
ト
行
政
裁
判
所
も
、

原
告
に
は
武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
の
権
利
を
認
め
な
か
っ
た
。

資

連
邦
行
政
裁
判
所
は
原
告
の
主
張
を
認
め
な
か
っ
た
。

「
他
人
の
生
命
を

尊
重
せ
よ
と
い
う
、
戦
争
に
お
い
て
も
内
的
に
拘
束
力
の
あ
る
個
人
の
倫
理

的
命
令
だ
け
が
、
基
本
法
四
条
三
項
の
良
心
的
決
定
を
理
由
づ
け
る
」
の
で

あ
る
。

「
原
告
は
、

武
器
を
持
つ
兵
役
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
の
で
も
な

く
、
国
家
聞
の
交
戦
の
際
に
も
殺
人
の
禁
止
に
倫
理
的
に
義
務
が
あ
る
と
思

っ
て
武
器
を
持
つ
兵
役
を
拒
否
す
る
の
で
も
な
い
か
ら
、
彼
は
基
本
法
四
条

一
市
恨
の
良
心
の
保
障
を
主
張
で
き
な
い
o
」

「
そ
れ
ゆ
え
、

父
の
回
想
が
か

つ
て
の
武
装
親
衛
隊
に
関
す
る
法
に
よ
っ
て
軽
蔑
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
重
荷

を
、
原
告
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
感
じ
る
と
し
て
も
、
彼
の
拒
否
は

法
的
に
理
由
が
な
い
。
」
「
法
律
が
彼
に
は
理
解
し
が
た
い
あ
る
い
は
苦
痛
で

す
ら
あ
る
と
し
て
も
」
、
彼
に
は
兵
役
拒
否
権
が
な
い
。

(め

武
器
に
よ
る
殺
人
に
良
心
的
決
定
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
し
て
認
め

ら
れ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
六
月
二
三
日
判
決

(〈口
(UH∞
H30)
で
あ
る
。
「
戦
争
で
殺
人
兵
器
を
も
っ
て
戦
え
と
い
う
要

求
を
兵
役
義
務
者
は
倫
理
的
に
行
い
が
た
い
と
き
だ
け
、
彼
は
保
護
さ
れ

る
べ
き
で
あ
る
己

(
〈
口
わ
N

叶
¥
印
∞
)
司
。
〈
回
一
・

3
∞N
W

日山・

北法18(3・224)630 

(
1
)

回〈
2
2。
何
〈
-Nω
・∞
-HmV2

品
也
市
}
・
要
旨
の
み
で
あ
る
。

(
2
)

回〈
2
壬
の
開
く
・
ロ
-HN・
3
由
印
(
〈
口
の
印
∞
3
8
・
7
向。月

3
2・山山・

印
日
∞
に
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
し
か
わ
か
ら
な
い
。

(
3
)

プ
リ
ン
グ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
回
〈
2
君
。
肘
〈
-

N

N
・
5
2
(〈
口
C

コ
示
。
)
"
口
。
〈

5
2
・∞
-MN叶
で
連
邦
行
政
裁
判
所
は
連
邦
憲
法
裁
判

所
の
判
決
を
引
用
し
て
い
る
ら
し
い
。
ど
う
い
う
風
に
引
用
し
て
い
る

か
が
問
題
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
資
料
の
入
手
に
失
敗
し
て
確
認
で
き

な
か
っ
た
。

(4)

出〈
E
d
t
o肘
〈
-Nω
・∞・

3
2
(〈
口
わ
印
N¥印∞)・
0
0〈
岡
山
w品
Nwmu・

ω

。N・

(
5
)

回〈
2
4
0何
〈
-Nω
・
0・
5
2
(〈
ロ
わ
同
mvH¥由
。
)
切
り
O
〈
戸
市
wmMwmf

g
N『
・
同
旨
の
判
例
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
回
〈
史
君
。
開
〈
・

NH・斗・

5
2

(
〈
ロ
ハ
い
忌
ぞ
き
)
噂
三
者

S
2・
ω・
5
企
山
切
〈
2
4
0何
〈
・
=
・
ロ
・

3
2
(〈
ロ
ハ
U
H由¥公
)

u

ロ
O
〈
巴
由
N-ω
・
ωohF山
田
〈
巾
同
巧
の
肘
〈
・
岡
山
・

印・

5
8
2
H
Hの
ロ
ミ

E
・

2
4〈
5
8・
ω・

5
r
∞3
2
0同
ペ
-

H叶・

5
5
8
(〈
口
わ
呂
志
N)
噂
窓
口
M
N
5
2
w
ω
・
ω印∞・

第
四
点
の
前
半
に
つ
い
て
。

ま
ず
、
憲
法
裁
判
所
が
、
「
あ
ら
ゆ
る
戦
争
へ
の
参
加
を
禁
止
す
る
原
則

と
区
別
し
て
、
動
機
が
「
状
況
に
よ

2 
的
(
教
条
主
義
的
)

平
和
主
義
者
」

る
」
の
で
あ
り
な
が
ら
「
武
器
を
持
つ
兵
役
」
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
者

も
、
基
本
法
四
条
三
項
に
含
ま
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
。
兵
役
義



(3)・完

務
法
二
五
条
の
制
定
経
過
を
見
れ
ば
、
「
状
況
に
よ
る
」
動
機
の
兵
役
拒
否

を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
政
府
、
与
党
に
と
っ
て
は
全
く
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
で
あ
っ
た
。
か
か
る
点
に
つ
い
て
は
、
判
例
以
前
は
疑
問
視
す
る
者
が
多

く
い
た
が
、
判
例
を
評
価
す
る
よ
う
に
変
っ
て
来
た
と
思
日
目
ま
た
、
学
説

〈

2
)

で
は
、
フ
ロ
ア
の
目
差
し
た
方
向
に
判
決
は
あ
る
だ
ろ
う
。
具
体
的
に
ど
ん

〔

3
}

な
事
件
が
あ
る
だ
ろ
う
か
σ

連
邦
行
政
裁
判
所
の
判
例
を
見
ょ
う
。

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質ー

ま
ず
拒
否
が
認
め
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
。

状
況
に
よ
る
兵
役
拒
否
と
見
ら
れ
る
か
ど
う
か

l
i連
邦
行
政
裁
判

所
一
九
六
一
年
一
一
月
一

O
日
判
決
(
〈
口
(
U
3
0
¥
き
)

)
 
-(
 
a 

原
告
は
一
九
三
八
年
に
生
れ
、
一
家
は
ポ
ー
ラ
ン
ド
を
追
わ
れ
て
東
ト

イ
ツ
に
来
た
。
東
ド
イ
ツ
に
は
今
も
彼
の
母
と
二
人
の
兄
弟
が
住
ん
で
い

る
。
彼
は
パ
ン
焼
き
職
人
(
回
臥

n
r
q
m
g己
-m)

で
、
一
九
五
六
年
に
西
ド

イ
ツ
に
来
た
。
一
九
五
八
年
以
来
、
兵
役
拒
否
者
国
際
連
盟

Q
E
q
E
-

C
D
口
同
二
日
烈
コ
o
m己
目
白
お
お
ロ
2
)
の
会
員
で
あ
る
。
彼
は
兵
役
拒
否
の

承
認
を
審
査
委
員
会
に
求
め
た
。

「
ソ
ビ
エ
ト
地
区
の
肉
親
と
戦
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
立
場
に
な
ら
な
い
な
ら
、
兵
士
に
な
る
だ
ろ
う
」
と
言
い
な
が
ら
、
審

彼
は
審
査
委
員
会
で
、

査
院
と
ド
ユ
ヅ
セ
ル
ド
ル
フ
行
政
裁
判
所
で
は
、

「
倫
理
的
な
理
由
か
ら
戦

争
で
人
を
殺
す
こ
と
が
一
般
的
に
で
き
な
い
」
と
原
告
は
言
っ
た
。
行
政
裁

判
所
は
原
告
の
陳
述
の
う
ち
前
者
を
と
っ
て

「
原
告
は
国
家
聞
の
あ
ら
ゆ

る
武
器
使
用
を
拒
否
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
兵
役
義
務
法
二
五

条
の
兵
役
拒
否
に
必
要
な
条
件
を
満
し
て
い
な
い
」
と
判
決
し
た
。
そ
こ
で

原
告
は
連
邦
行
政
裁
判
所
に
問
題
を
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
「
d
u
し
ゃ
い
つ
か

兵
士
と
し
て
肉
親
に
立
ち
向
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ぬ
と
い
う
原

告
の
内
的
な
苦
悩
は
、
た
し
か
に
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
武
器
を
持
つ
兵
役
に

対
す
る
良
心
的
決
定
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
国
家
間
の
あ
ら
ゆ
る
暴
力
使
用

は
道
徳
律
に
反
し
て
い
る
の
、
だ
と
原
告
に
確
信
さ
せ
得
る
の
で
あ
る
よ
と

連
邦
行
政
裁
判
所
は
判
断
し
、
さ
ら
に
、
最
初
兵
役
拒
否
の
立
場
が
は
っ
き

り
し
て
い
な
く
て
も
、

「
手
続
が
進
む
に
つ
れ
て
、
は
っ
き
り
し
て
来
て
、

完
全
な
内
的
確
信
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ

た。
東
西
に
ド
イ
ツ
が
分
裂
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
判
例
の
意
義
は

大
き
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
が
、
動
機
が
「
状
況
に
よ
る
」
良
心
的
兵
役

拒
否
者
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
抽
象
的
原
則
を
適
用
す
る
仕
方
は
重
要
で
あ

る。

北法18(3・225)631

b 

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
五
年
二
一
月
一
七
日
判
決
(
〈
口
ゎ

2
3
ω
)

「
原
告
は
、
原
子
兵
器
の
た
め
今
後
戦
争
は
す
べ
て
倫
理
的
に
支
持
で
き

な
い
し
、
武
力
に
よ
る
防
衛
も
す
べ
て
無
意
味
だ
」
と
言
う
。

「
原
告
に
よ



料

れ
ば
、
戦
争
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
倫
理
的
道
徳
的
原
則
左

一
致
し
な
い
、
倫
理
的
で
な
い
、
ま
さ
に
犯
罪
的
な
行
為
で
あ
っ
て
、
そ
れ

資

ゆ
え
に
何
百
万
の
人
間
破
嬢
に
協
力
を
求
め
る
国
家
に
は
抵
抗
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
と
よ
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、

そ
こ
で
、
次
の
よ
う
に

考
え
る
。

「
原
告
は
、
特
定
の
武
器
あ
る
い
は
特
定
の
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
今
後
あ
る

か
も
し
れ
な
い
交
戦
に
、
拒
否
を
限
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
特
定
の
武

器
の
影
響
を
考
え
、
ど
ん
な
戦
争
も
も
は
や
倫
理
的
に
許
さ
れ
な
い
と
確
信

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
拒
否
の
内
容
す
な
わ
ち
拒
否
の
直
接
目

的
、
が
『
状
況
に
よ
る
』
の
で
は
な
く
て
、
拒
否
の
き
っ
か
け
(
〉

g
g
g
が

〈

6
}

『
状
況
に
よ
る
』
に
す
ぎ
な
い
い
」
。

つ臼a 

で
は
拒
否
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
に
つ
い
て
。

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
三
年
五
月
一
五
日
判
決
(
〈
口
(
ニ
コ
¥
民
)

原
告
は
一
九
三
八
年
に
生
れ
、
大
学
で
鉱
物
学
を
学
ん
で
い
る
。
兵
役

拒
否
の
承
認
申
請
を
し
た
が
認
め
ら
れ
ず
、
行
政
訴
訟
で
も
結
局
認
め
ら

れ
な
か
っ
た
。

原
告
は
「
あ
る
状
況
で
は
武
器
の
使
用
は
倫
理
的
に
許
さ
れ
る
」
と
思
つ

ば

ダ
ル
ム
シ
ユ
タ
ッ
ト
行
政
裁
判
所
の
確
認
に
よ
れ

「
原
告
は
、
戦
争
で
人
聞
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
た
し
か
に
無
青
山
味
で
有
害

て
い
る
。

す
な
わ
ち
、

だ
が
、
し
か
し
、
状
況
に
よ
っ
て
は
武
器
を
持
っ
て
侵
略
者
・
(
〉
口
四
月
以
司
)
と

の
戦
い
に
多
分
参
加
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
よ
そ
こ
で
、

連
邦
行
政
裁
判

所
は
、

「
原
告
が
こ
の
見
解
を
真
剣
に
検
討
し
、
倫
理
的
に
た
め
ら
っ
て
拒

否
を
決
意
し
た
と
し
て
も
、
基
本
法
四
条
三
項
と
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
良

心
の
保
護
を
受
け
る
の
は
、
殺
人
に
加
わ
れ
ば
倫
理
的
に
耐
え
ら
れ
な
い
た

め
に
、
戦
争
で
の
殺
人
そ
の
も
の
を
拒
否
す
る
と
き
だ
け
で
あ
る
。
」

て
原
告
を
し
り
ぞ
け
た
。

b 

(
8
v
 

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
五
年
一
二
月
一
七
日
判
決
(
〈
口

(ugBN)

「
連
邦
共
和
国
の
た
ま
た
ま
考
え
ら
れ
る
政
治
的
行
為
を
も

(
E
u
r

ヨユ

2
5
5
2
4
5
5
0間
-R70口
唱
。

-Eω
各
自
民

g
p
g
p
H
四
百
円
凶
作

mHT

宮
rtr)
、
戦
争
拒
否
の
理
由
に
で
き
る
」
と
原
告
は
主
張
す
る
が
、
連
邦
行
政

裁
判
所
は
賛
成
し
な
い
。
原
告
が
政
治
的
に
考
え
て
い
る
全
ド
イ
ツ
の
状
態

も
、
動
機
と
し
て
考
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
ド
イ
ツ
で
の
特

定
の
戦
争
を
避
け
よ
う
と
す
る
政
治
目
的
は
、
兵
役
拒
否
の
理
由
と
し
て
は

十
分
で
は
な
い
。
そ
の
上
、
か
か
る
『
状
況
に
よ
る
』
動
機
が
兵
役
拒
否
者

の
良
心
に
お
い
て
拘
束
力
あ
る
倫
理
的
確
信
に
変
っ
て
い
る
こ
と
、
連
邦
人
六

和
国
の
武
器
を
持
つ
ど
ん
な
戦
争
に
も
参
加
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
」

E
2
b
2
4〈
喜
三
回
3
2
5
ι
2
F口問

Z
5
5
5
2
3当
巴
印
ア
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と
し



(3)・完

市

U

・
ピ
ー
品
で
は
否
定
し
つ
つ
、
∞
口
一
戸
内
兄
門
1
3
0円
l
M
内門同町。一
q
-
P
P
0・山
w
・

岡
市
山
品
で
は
認
め
て
い
る
。

(2)
司

-
R
己
2
巧
骨
骨
ロ
回
二
ロ
雪
間
D
E
E
r
s
-片
S
C
O
P
2
4司
H
S斗・

ω-N品目・

(
3
)

侵
略
戦
争
を
理
由
に
し
て
兵
役
を
拒
否
し
た
判
例
は
見
当
ら
な
い
。

基
本
法
二
六
条
は
侵
略
戦
争
を
禁
じ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
侵
略
戦
争

に
協
力
す
る
こ
と
を
求
め
る
命
令
を
無
効
に
し
、
も
し
も
侵
略
戦
争
の

場
合
に
は
、
良
心
的
理
由
に
よ
ら
ず
に
、
兵
役
を
拒
否
し
て
も
罰
せ
ら

れ
な
い
(
玄

g
m
O
5
7同
-
E
P
U
B
出。ロ

S
H
O
Eロ仏間
2
2
p
ω
・岱∞∞町内・)。

そ
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
主
張
も
出
て
く
る
。

シ
ヨ
イ
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
基
本
法
二
六
条
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
禁
止

の
良
心
的
決
定
、
す
な
わ
ち
侵
略
戦
争
な
ら
ば
、
良
心
に
基
づ
い
て
武
器

を
持
つ
兵
役
を
拒
否
で
き
る
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
判
例
で
故
意
に

こ
の
場
合
に
触
れ
て
い
な
い
と
。
そ
し
て
「
憲
法
体
系
的
に
は
、
基
本

法
四
条
=
一
項
は
二
六
条
か
ら
解
釈
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
(
〉
-
p

o--
∞・

8
3
の
だ
と
。
し
か
し
、
侵
略
戦
争
の
場
合
に
は
、
も
は
や
四
条

三
項
と
は
直
接
の
関
係
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

(
m
n
Z
B
T
E
C
T

関
3
Z
F
F
F
P
O
-
-
∞・

5
3
0
な
ぜ
な
ら
ば
、
侵
略
戦
争
の
場
合
に

兵
役
拒
否
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
四
条
三
項
の
「
良
心
」
の
保
障
の
た

め
で
は
な
く
て
、
二
六
条
で
侵
略
戦
争
白
体
が
禁
止
さ
れ
る
こ
と
の
結

果
だ
か
ら
で
あ
る
。
ザ
ル
ツ
マ
ン
も
、
状
況
に
よ
る
良
心
を
、
二
六
条

の
侵
略
戦
争
の
場
合
に
の
み
認
め
る

(ω
包

N
S
S
P
U
R
の
O
L
g
r
o
L
2

H
N
R
r
Z
2
8
R目

5
ι
2
4〈
岳
2
m円
『
回
田
町
百
四
仏
日
切

5
ι
2
5宮
E
F

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質ー

山山-
H
H
C
F
)

が
、
同
じ
理
由
か
ら
賛
成
で
き
な
い
ひ
そ
れ
に
し
て
も
、

二
六
条
の
法
的
性
格
が
何
か
が
も
っ
と
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

(
4
)

同
〈
内
同
唱
の

HW
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-
H
0・
ロ
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5
2
(〈
口
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5
0
¥き
)
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ロ
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盟
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5

R
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ωoωh.

(5)
虫
、
内
円
喝
の
開
〈

-
H
N
H
N・
5
8
2
E
U
2
3
3
、
呂
巧

g
g
w
ω
・

由
人
日
∞
・

(6)

恒
藤
武
二
、
法
と
倫
理
、
思
想
、
一
九
六
五
年
七
月
、
三
六
ペ
ー
ジ

は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
と
学
説
の
傾
向
を
見
る
上
で
重
要
で
あ
る
。
恒

藤
教
授
は
、

A
・
ク
ラ
フ
ト
の
-
論
文
「
法
義
務
と
良
心
に
よ
る
義
務
」

を
紹
介
す
る
。
「
良
心
と
は
、
許
容
お
よ
び
禁
止
に
か
ん
す
る
自
己
自

身
の
認
識
で
あ
り
、
こ
の
認
識
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
義
務

付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
洞
察
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
心
の
中
に
根
源
的
に
存

在
す
る
正
お
よ
び
不
正
に
対
す
る
確
信
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
生
ず
る
、

当
事
者
の
一
定
の
作
為
あ
る
い
は
不
作
為
へ
の
義
務
付
け
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
つ
い
で

A
・
ク
ラ
フ
ト
は
、
倫
理
的
命
令
の
特
徴
を
そ
の
内
面

的
で
個
人
を
中
心
に
問
題
と
す
る
こ
と
(
円
ロ
ロ

Z
w
r
z
F
F
L
M
i
ι
E‘

E
E
)
に
求
め
る
。
」
恒
藤
教
授
に
よ
れ
ば
、

A
-
F
ラ
フ
ト
の
考
え

は
、
法
と
道
徳
に
つ
い
て
「
カ
ン
ト
l
v
ラ
I
ト
プ
ル
ツ
フ
の
線
に
忠
実

に
」
そ
っ
て
い
て
「
ォ

l
ソ
ド
ヅ
F
ス
な
ド
イ
ツ
理
論
」
で
あ
る
。
さ

ら
に
教
授
は
、
「
道
徳
、
倫
理
は
個
人
の
良
心
を
義
務
付
け
る
と
い
う
表

現
は
、
当
為
と
し
て
の
道
徳
、
倫
理
の
妥
当
根
拠
そ
の
も
の
を
も
個
人

の
良
心
に
移
す
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
。
こ
の
方
向
を
徹
底
し
て
、
道
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キキ

徳
、
倫
理
を
主
観
的
に
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
」
、
が
、
「
個

人
を
少
な
く
と
も
道
徳
的
行
動
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
社
会
か
ら
引
き

離
す
結
果
を
導
く
こ
と
に
な
る
」
と
批
判
す
る
。
西
ド
イ
ツ
の
良
心
的

兵
役
拒
否
者
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ま
さ
に
ク
ラ
フ
ト
と
恒
藤
教
授
の

言
う
方
向
に
進
ん
で
お
り
、
こ
の
こ
と
は
学
説
で
も
判
例
で
も
同
じ
で
、

基
本
的
人
権
と
し
て
良
心
的
兵
役
拒
否
権
を
考
え
る
と
き
、
兵
役
拒
否

者
を
社
会
か
ら
引
き
離
し
て
し
ま
う
と
し
て
も
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
と
思
う
。

(
7
)

回

5
Zの
-
何
〈
・
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コ
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)
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冨

um
芯
罫
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印印∞『・

伺

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
の
第
四
点
に
つ
い
て
は
、
同
で
ふ
れ
た
問

題
点
の
他
に
も
う
一
っ
す
な
わ
ち
第
四
点
の
後
半
の
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
を

検
討
し
よ
う
。

憲
法
裁
判
所
は
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
違
憲
性
を
避
け
る
た
め
に
、
次

の
操
作
を
し
た
、
す
な
わ
ち
、
根
本
的
に
は
基
本
法
四
条
三
項
を
狭
く
(
但

し
ル
ッ
パ

l
ス
説
よ
り
も
広
く
)
解
釈
し
て
お
い
て
、
次
に
兵
役
義
務
法
二

五
条
を
文
言
自
体
よ
り
狭
く
解
釈
し
た
、
そ
し
て
結
果
に
お
い
て
は
広
く
解

釈
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
裁
判
所
の
理
解
す
る
と
こ

ろ
で
は

「
武
器
を
持
つ
兵
佼
」
の
概
念
の
中
に
「
状
況
に
よ
る
良
心
」
宮

排
除
す
る
「
あ
ら
ゆ
る
」

(
ま
た
は
、

一
般
的
、
そ
の
も
の
、
等
)
と
い
う

観
念
を
見
い
出
す
か
ら
、

「
状
況
に
よ
る
良
心
」
を
「
あ
ら
ゆ
る
」
と
い
う

文
言
で
排
除
し
て
い
る
兵
役
義
務
法
二
五
条
に
は
、
ま
ず
、
違
憲
問
題
が
生

じ
な
い
。

し
か
し

二
五
条
に
は
「
国
家
聞
の
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
た

め
、
こ
の
点
で
基
本
法
四
条
三
項
を
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
は
制
限
し
て
い

な
い
か
、
つ
ま
り
、
動
機
が
「
状
、
侃
に
よ
る
」
兵
役
拒
否
を
制
限
し
て
い
な

い
か
、
と
い
う
問
題
が
残
る
o

裁
判
所
の
解
釈
方
法
で
は
、
こ
こ
に
し
か
違

(
1
)
 

憲
問
題
は
出
て
こ
な
い
。
そ
こ
で
、
裁
判
所
は
「
合
憲
解
釈
に

2
岳山田
E間
以
-

r
cえ
25σ

〉
ロ

ωrmg四
)
の
方
法
に
よ
っ
て
、
二
五
条
の
「
国
家
間
の
」

を
狭
く
解
釈
し
て
違
憲
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。

ハ
イ
ネ
マ
ン
は
「
合
態
解
釈
」
の
原
理
が
こ
こ
で
適
用
で
き
る
の
か
、
と

疑
い
を
述
べ

「
合
態
解
釈
は
複
数
の
解
釈
を
前
提
に
す
る
。
し
か
し
、
兵

役
義
務
法
二
五
条
に
関
し
て
は
、
立
法
者
の
意
思
は
明
ら
か
」
で
、
連
邦
憲

法
裁
判
所
も
立
法
者
の
主
観
的
意
思
を
尊
重
し
て
違
憲
を
述
べ
る
こ
と
を
求

「
実
際
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
兵
役
義
務
法
二
五
条
を
解
釈
し
た
の
で

は
な
く
て
、
基
本
法
四
条
に
対
し
て
兵
役
義
務
法
二
五
条
を
救
う
た
め
に
兵

役
義
務
法
二
五
条
に
違
っ
た
意
味
を
与
え
た
。
立
法
を
侵
害
す
る
恐
れ
が
あ

る
そ
の
よ
う
な
解
釈
は
、
権
力
分
配
(
基
本
法
二

O
条
)
に
対
す
る
不
安
を

め
る
。
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ん

2v

起
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
」
し
か
し
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、

す
で
に
見
た
よ

う
に
立
法
者
の
客
観
的
意
思
を
と
っ
て
い
た
か
ら
、
ハ
イ
ネ
マ
ン
の
主
張
と

は
全
く
対
立
す
る
。
更
に
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ

と
を
見
る
と
き
、
ハ
イ
ネ
マ
ン
の
提
起
し
た
憲
法
裁
判
所
へ
の
本
質
的
な
不

(
3
)
 

「
誰
が
番
人
の
番
を
す
べ
き
か
」
と
い
う
大
き
な
難
問
題

(3)・完

信
と
相
ま
っ
て
、

に
ぶ
つ
か
る
。
す
な
わ
ち

療
法
裁
判
所
は

基
本
権
の
直
接
的
効
力
を

述
べ
て

「
単
な
る
立
法
者
が
本
質
を
規
定
す
る

口
同
何
】
口
市

rcロ凹己門戸・

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条 3項の構造と特質一

E
〈
m
H山内向巳
g
m
)
な
ん
ら
の
余
地
も
な
い
し
と
言
う
。

「
憲
法
の
真
正
な
解

釈

(
m
E
m
m
E
r
s
t
2
Z
F
Z号
5
Z
C
D
D
仏
日
〈
2
p
g
z口
問
)
は
、
立
法

(
4
)
 

者
に
は
禁
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
法
律
が
、
基
本
権
の
内
容
を
自
分
の
言
葉
で

(
弓
同
品
g

g
当
2
Zロ
)
明
瞭
に
し
て
書
き
表
わ
そ
う
と
す
れ
ば
、

の

解
釈
の
試
み
が
憲
法
と
矛
盾
す
る
と
い
う
危
険
の
上
で
、
か
か
る
こ
と
が
行

(
5〉

わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
。

(
1
)

連
邦
憲
法
裁
判
所
は
「
合
憲
解
釈
」
の
方
法
を
と
っ
た
か
ら
、

詳
細
な
研
究
は
今
後
の
課
題
の
一
つ
と
し
て
お
い
て
、
今
は
、
若
千

調
ら
べ
て
お
き
た
い
。
ベ
ン
ダ
ー
(
∞
ぬ
口
L2.、
同
口
『
己
門
己
ロ
ハ
同
の
早
口
Nmロ

ιom
の
mrcσ

ハ山内同〈
OHF凹ωロロ
mmroロ『
O
H
Bの
口
の
2
2月
mmE-omEmw
∞-

hFShh・
)
に
よ
れ
ぽ
、
合
憲
解
釈
の
方
法
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
判
例

に
よ
っ
て
形
成
し
て
来
た
も
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
も
の
か
と
言
う

と
、
法
律
が
憲
法
と
一
致
し
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ

は
無
効
と
言
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
具
体
的

に
は
、
法
律
の
解
釈
が
複
数
あ
る
場
合
に
、
一
方
を
と
れ
ば
憲
法
と
一

致
す
る
が
、
他
方
を
と
れ
ば
違
憲
と
な
る
場
合
に
、
裁
判
所
は
合
憲
と

な
る
方
を
と
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
回
日
rchw
〈
R
E
M
Eロ由民
o
n
z・

3
3岳
喜
怒
号
F
F
P
Z
3
5
n
F
ω
・
5
0
)
。
し
か
し
な
が

ら
、
解
釈
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
ま
た
明
白
な
法
律
の
意
味
内
容
が
、
憲

法
規
範
と
矛
盾
す
る
な
ら
ば
、
合
憲
解
釈
の
命
令
も
ま
た
原
則
と
し
て

用
い
ら
れ
で
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
い
く
つ
か
文
献
を
あ
げ
て
お
く
と
、

mnr口。
E
2・
可
・
ロ
ロ
ι
開
r
g
r
p
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コ
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自
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〈
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噌∞
-
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〉
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∞
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B
r
a
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Y向
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Z
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5
r
D口早凸一
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0
5
ι

Z
D
H
E
5
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B
E
t
s
-
P出
仲
間
7
2『
仲
宗
門
出
g
m
Z
E
r
E
S
E
-
ω
・

5
∞『
F
-
m
n
r
c
B
S
F
?
〈
2
p
m
m
C口問
ω
l
g
L
ζ
g
R
Z
R
2
z
m
r
m
m
n
r
'

耳

2《
r
m
σ
間内口円一円
r
gユ戸口
ro
開口
g
n
r
o
E
Cロ
mmHfmnF門戸四円
E
M
N
C
5
0
ロa

m
D
E
n
y
s
H
N
R
F
国

E
L
F
5
8・
ω・
ω
g
T
F
官
与
売
り
-

W

0
5
〈
RpmEHMmωrcロ『
O
H
g
o
C
2
2
N宮
山

E
F
m
c口出・

m口「門戸内円。ロ

N
C
E
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民
2Htnroロ
河
内
円
7
7
四日戸
LHhrHmvhyF

こ
う
し
た
合
意
解
釈
の
方
法
は
ア
メ
リ
カ
で
発
達
し
て
い
る
こ
と
は

周
知
で
あ
る
が
、
西
ド
イ
ツ
の
連
邦
憲
法
裁
判
所
と
ア
メ
リ
カ
の
連
邦

最
高
裁
判
所
の
「
司
法
の
自
己
抑
制
」
を
比
較
研
究
し
た
、
そ
し
て
自

分
自
身
西
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
事
で
あ
る
河
口
七
日

y
z・
0

(mC20
岡山内口出『
r
m
C口」戸内】
W
E
-
E一『
l与
え
5
5
7
c
y
-
-
m
g
g
M
r問
者

」
C25ω
「〈む一
-
N
H
2
2
s
u
℃・

2
。
)
は
、
合
憲
解
釈
と
し
て
「
法
律

北法18(3・229)635



事}

は
憲
法
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
仮
定
が
つ
ね
に
あ
る
」
と
言
ぃ
、

こ
の
こ
と
は
、
〉

ωrd〈町
E
L
2
〈
・
斗
2
5
2目
。
〈
mw--oU1
〉
ロ
チ
DH-q
に
お

け
る
回
目
ロ

F
E
判
事
の
、
「
連
邦
法
の
合
法
性
が
問
題
に
な
っ
て
い
る

と
き
に
は
、
問
題
が
避
け
ら
れ
る
よ
う
な
解
釈
が
相
当
に
可
能
で
あ
る

か
ど
う
か
を
第
一
に
当
裁
判
所
は
確
か
め
る
、
と
い
う
の
が
主
要
な
原

理
だ
」
と
い
う
こ
と
と
、
同
じ
と
見
て
い
る
。
き
て
、
プ
ラ
ン
ダ
イ

ス
が
主
張
し
た
合
憲
性
推
定
の
原
理
が
あ
て
は
ま
る
の
は
、
経
済
的
自

由
権
の
領
域
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
優
越
的
地
位
を
し
め
る
精
神
的
自

由
権
の
領
域
に
お
い
て
は
「
通
常
の
合
憲
性
推
定
は
妥
当
し
な
い
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
(
芦
部
信
審
、
合
憲
性
推
定
の
原
則
と
立

法
事
実
の
司
法
審
査
、
憲
法
の
諸
問
題
、
清
宮
四
郎
博
士
退
職
記
念
、

四
九
九
ペ
ー
ジ
、
向
、
司
法
審
査
の
理
念
と
機
能
、
現
代
の
立
法
、
現
代

法
、
一
二
二
八
ペ
ー
ジ
。
奥
平
康
弘
、
表
現
の
自
由
、
基
本
的
人
権

I
、

日
本
国
憲
法
体
系
第
七
巻
、
七
四
ペ
ー
ジ
以
下
。
伊
藤
正
己
、
一
言
論
・

出
版
の
自
由
、
一
七
ペ
ー
ジ
以
下
。
な
お
ま
た
、
時
国
康
夫
、
合
憲

解
釈
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
ジ
ユ
リ
ス
ト
、
三
二
六
号
八
一
ペ
ー
ジ
以
下
、

三
二
七
号
九
三
ペ
ー
ジ
以
下
)
。
ア
メ
リ
カ
で
は
精
神
的
自
由
に
つ
い

て
は
合
憲
性
の
推
定
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
あ
る
の
に
、
西
ド

イ
ツ
で
は
、
ベ
ン
ダ
ー
を
見
た
限
り
で
は
そ
れ
が
う
か
が
え
な
い
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
、
精
神
的
自
由
権
四
条
三
項
の
施

行
法
た
る
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
合
憲
性
を
判
断
す
る
と
き
に
、
合
意

解
釈
の
方
法
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
性
格
の
一
端

を
の
ぞ
か
せ
て
く
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

資

(
2
)

白
色
口
市
B
S
F
白・白・

0.
伊
印
日
・
な
お
、
彼
が
判
決
に
反
対
す
る

評
釈
を
書
い
た
中
で
、
い
く
つ
か
の
文
献
を
全
く
連
邦
憲
法
裁
判
所
は

考
慮
し
て
い
ず
、
一
方
的
な
判
決
と
な
っ
た
と
言
う
。
と
く
に
参
照
で

き
な
か
っ
た
も
の
を
あ
げ
て
お
く
と
、
出
5
N
g印ロ
P
口一巾白}内門口冊一-。

阿昨日巾
m
a
g
m芝
白
書
一
問
。
HEm-
出国
g
r日
m
w
s
s
u
の
呂
田

-
R
E印

刷州巾同町内

L
q
関
口
。
mMLH伶
口
忠
〈
向
者
向

~moHロロ
m
-
H山
2
門}同口問。
P
H由
由
。
。
前

者
に
つ
い
て
は
、
国
各
日
口
問
。
王
国
民
宮
官
2
}
M
E
m
o
p
Z』
可
思
色
、

ω・
5
2
で
知
る
限
り
、
私
は
賛
成
で
き
る
と
こ
ろ
多
い
の
で
は
と
思

う
。
前
者
と
後
者
を
含
め
た
書
評
に
、

kFS仏
ゲ
回
口
ロ
「
ω百
円
巾
円
宮
口
m
m
p

z』
巧

5
2
W
M
W
缶
、
が
あ
る

o
な
お
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
決
に

対
し
て
批
判
的
な
評
釈
に
、
の
ち
一
回
目
二
円
ロ
B
回巾回
n
r
z
a
仏
巾
回
国
ロ
ロ
仏

2
・

5
H
F
E
z
Hロ
m
m
m
q
r
r
s
g
E
N
O
W
H
N・
5

8

1回
目
ユ

N
H
¥
8・
』

N

S
2
.
ω
・品∞

C
R
が
あ
る
。

(
3
)

佐
藤
功
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
憲
法
保
障
制
度
と
そ
の
理
論
(
五
)
、
国

家
学
会
雑
誌
五
七
巻
七
号
、
七
五
ペ
ー
ジ
以
下
。

(4)

「
法
律
」
と
原
文
は
あ
る
が
、
「
立
法
者
」
と
考
え
れ
ば
、
意
味
の

通
り
は
よ
く
な
る
。

(5)

切
〈
耳
向
。
開
予

N0・
HN・
5
8
2
回く
F
N
H
E
C
)
w
』
N
3
2
u
ω
・
怠
N・
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第
三
項

ま
と
め

判
例
の
傾
向
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
来
た
。
第
二
項
の
一
で
は
、
基

本
法
四
条
三
項
と
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
両
方
を
満
す
場
合
が
考
え
ら
れ

た
。
理
性
的
な
良
心
的
兵
役
拒
否
な
ど
が
い
か
に
し
て
成
立
す
る
か
、
興
味



あ
る
判
例
を
多
く
連
邦
行
政
裁
判
所
が
出
し
て
い
る
。
こ
で
は
、
基
本
法
四

条
三
項
に
兵
役
義
務
法
二
五
条
が
一
致
で
き
る
か
と
い
う
こ
五
条
の
違
憲
性

が
も
っ
と
も
重
大
で
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
判
例
が
中
心
と
な
っ
た
。
連
邦

憲
法
裁
判
所
は
、
第
一
に
基
本
法
四
条
三
項
を
狭
く
解
釈
し
、
第
二
に
合
憲
解

(3)・完

釈
の
方
法
に
よ
っ
て
兵
役
義
務
法
二
五
条
を
救
っ
た
。
そ
の
結
果
、
次
の
こ

と
が
確
定
し
て
し
ま
っ
た
。
第
一
に
、
四
条
三
官
官
の
「
武
器
を
持
つ
兵
役
」

の
解
釈
と
し
て
、
根
本
的
に
は
、
ど
ん
な
場
合
で
も
人
を
殺
さ
な
い
、
と
い

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質ー

う
こ
と
が
良
心
的
決
定
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
か
か
る
良
心
的
決
定
を
ひ
き
起

す
も
の
は
す
べ
て
良
心
的
理
由
と
な
り
得
る
。
第
二
に
、
兵
役
義
務
法
二
五

条
の
解
釈
が
、
文
言
よ
り
も
狭
く
、
そ
し
て
、
結
果
的
に
は
広
く
な
っ
た
こ

と
で
あ
る
。

第
三
節

審
査
の
問
題

第
二
節
で
は
、
良
心
的
理
由
と
良
心
的
決
定
の
性
質
自
体
が
主
と
し
て
扱

わ
れ
た
。
第
三
節
で
は
、
か
か
る
良
心
的
決
定
の
存
在
は
い
か
に
し
て
審
査

さ
れ
る
か
、
す
な
わ
ち
、
良
心
の
倫
理
的
特
徴
の
問
題
が
扱
わ
れ
る
。
連
邦

行
政
裁
判
所
の
、
こ
の
問
題
に
対
す
る
基
本
的
姿
勢
は
、
「
憲
法
制
定
者
は
基

本
法
四
条
で
、
国
民
に
は
良
心
の
自
由
を
、
兵
役
義
務
者
に
は
良
心
的
理
由
に

よ
る
兵
役
拒
否
権
を
保
障
し
て
い
る
。
裁
判
所
の
任
務
は
こ
れ
ら
の
基
本
権

の
要
求
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
o
」
「
か
か
る
基
本
権
を
証
拠
が
不
十
分
だ

と
い
う
こ
と
で

(
E
5
F
L
E
一F
2
2
F
4
2
5ロ
『
口
三
号
5
四

g)
訴
求

(
1
)
 

(〉

E
E
E口
問
)
で
き
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

(
1
)

切
〈

2
d廷
の
何
〈
-
u
-
H
0・
H申
日
印
(
ぐ
ロ
ハ
U

M
印
日
¥
印
、
叶

)
w
U〈
回
一
-
H
u
g
-

∞
・
日
由
0
・

第
一
項

良
心
的
決
定
の
特
徴

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

O
月
三
日
判
決
(
〈
口
わ

N
8
3
3

が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。

良
心
的
決
定
に
本
質
的
な
こ
と
は
、

「
内
的
な
強
制
力
に
反
し
た
行
動
は

倫
理
的
人
格
を
傷
つ
け
る
、
こ
わ
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
当
人
に
内
的
強
制

力
と
し
て
拘
束
力
が
あ
る
真
剣
な
倫
理
的
決
定
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
」
で
あ
る
。

以
後
こ
の
判
例
が
引
用
さ
れ
た
り
、
同
じ
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
た
り
し
て
い

(
2
)
 

る。

兵
役
拒
否
者
が
、
年
令
的
に
若
い
場
合
、
か
か
る
良
心
的
決
定
が
で

〔

3
〉

き
る
か
ど
う
か
、
ま
た
良
心
的
決
定
は
成
熟
し
た
人
間
だ
け
が
下
せ
る
の
で

は
な
い
か
な
ど
と
い
う
こ
と
が
多
数
の
事
件
で
争
わ
れ
て
い
る
。

付

若
い
年
令
の
兵
役
義
務
者
も
、
武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
を
原
則
と
し

て
良
心
的
決
定
で
き
る
と
す
る
も
の
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年
七

北法18(3・231)637 



キ十

ハ
4
)

月
二
四
日
判
決
(
〈
口
わ
】

NU¥山
由
)
が
あ
る
。
審
査
院
に
よ
れ
ば
、
若
い
兵

役
拒
否
者
に
か
な
り
高
い
倫
理
的
成
熟
さ
(
列
2
F
)
が
な
け
れ
ば
、
彼
に
は

資

真
実
な
良
心
的
決
定
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
人
生
体
験
が
一
示
す
と
こ
ろ
で
あ

る
。
「
審
査
院
の
言
う
よ
う
に
、
良
心
的
決
定
が
、
あ
る
程
度
の
倫
理
的
洞

察
を
倫
理
的
判
断
能
力
の
基
礎
と
仮
定
す
る
こ
と
だ
け
は
、
正
し
い
。
し
か

し
、
経
験
上
は
、
こ
の
洞
察
が
原
告
の
よ
う
な
こ

O
才
の
人
間
に
は
存
在
し

な
い
の
だ
、
と
は
決
し
て
言
え
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場
合
は
、
経
験
上
は
特

別
な
例
外
と
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
」

武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
の
良
心
的
決
定
は
、
若
い
兵
役
義
務
者
で
も

同
内
的
な
確
固
た
る
確
信
の
場
合
だ
け
行
な
わ
れ
得
る
、
と
す
る
見
解
を
否

定
す
る
の
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年
七
月
二
四
日
判
決
(
〈
口
わ

(
5
)
 

E
∞
¥
包
)
で
あ
る
。
「
基
本
法
四
条
三
項
か
ら
出
て
来
る
こ
と
は
、
良
心
的
決

定
に
不
可
欠
な
程
度
の
倫
理
的
成
熟
さ
は
若
い
人
に
も
原
則
と
し
て
存
在
す

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
全
法
秩
序
は
基
づ
い
て
い
る
。
徴
兵
当

局
と
裁
判
所
は
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
若
い
兵

役
義
務
者
が
世
界
観
と
内
的
確
信
に
お
い
て
確
固
と
し
て
い
る
(
伺
え
弘
正
一
)

」
と
を
期
待
し
て
は
な
ら
な
い
。
」

日

武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
の
良
心
的
決
定
は
、
確
固
と
し
た
持
続
的
な

根
本
的
観
念
を
持
っ
て
い
る
倫
理
的
に
成
熟
し
た
人
間
に
よ
っ
て
の
み
行
な

わ
れ
得
る
と
す
る
主
張
を
否
定
す
る
の
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年

七
月
二
四
日
判
決
(
ぐ
口
わ
工
品
¥
包
)
で
あ
る
。
若
い
良
心
的
兵
役
拒
否
者

も
倫
理
的
洞
察
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
法
秩
序
も
基
づ
い
て
い
る
。

法
秩
序
は
若
い
兵
役
拒
否
者
の
「
年
令
を
完
全
に
成
年
と
認
め
、
彼
ら
を
川

法
の
刑
罰
で
完
全
に
お
ど
し
て
い
る
。
し
か
し
、
人
生
経
験
乙
成
熟
の
結
果
安

定
し
た
持
続
的
な
世
界
観
は
、
若
い
人
か
ら
は
開
明
ら
か
に
求
め
ら
れ
な
い
o
」

同
若
い
人
の
成
長
に
注
目
し
て
い
る
の
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六

(
?
)
 

一
年
一
一
月
一

O
日
判
決
(
〈
ロ
ゎ

5
0泳
三
で
あ
る
。
「
い
く
た
び
か
飛
躍

的
に
成
長
し
、
し
ば
し
ば
不
可
避
的
に
第
三
者
の
影
響
を
受
け
て
人
格
が
成

長
す
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
成
長
の
あ
ら
ゆ
る
段
階
(
勺
宮
話
口
)

に
お
い
て
、
若
い
兵
役
義
務
者
は
、
基
本
法
四
条
三
項
の
良
心
的
決
定
を
行

い
得
る
o
」

(
1
)

虫、。

2
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ω
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印
∞
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EU
自
宅
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・
F
P
C
-
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)
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〈
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品
寸
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目
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〈
【
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h
E仏¥印申)岨
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N
S
S
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∞
-
E
o
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切手
2
0拘
〈
・
何
日
・

5
8
(〈
口
ゎ

5
H
3
3
・
0
0〈

g
g
w
m
r

a
R一回
3
2の
肘
〈
・

NU・∞
-
H
g
H
(百
円
お
ど
き
)
・
口
。
〈

5
F

ω
.
8
N『・u

切手
2
0何
〈
コ
・

5
5
2
(
S
R
E
¥
3
3
.
2』認可

]戸申出品・∞・川
v
h
F

∞・

(3)

「
成
熟
さ
」
の
問
題
に
は
と
く
に
ふ
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(3)・完

こ
の
こ
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良心的兵役拒否権ーボン基本法4条 3項の構造と特質ー

第
二
項

良
心
的
決
定
の
存
在
の
判
断
基
準

こ
の
よ
う
な
良
心
的
決
定
は
何
を
基
準
に
し
て
判
断
で
き
る
か
。

一
ま
ず
、
「
真
実
な
拘
束
力
あ
る
良
心
的
決
定
の
存
在
に
関
し
て
は
、

兵
役
義
務
者
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
進
ん
で
良
心
的
決
定
を
守
り
あ
る
い

は
良
心
的
決
定
の
た
め
に
若
し
む
こ
と
は
、
条
件
で
は
な
い
」
と
す
る
連
邦

行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

O
月
三
日
判
決
(
〈
口
わ

Na¥印
叶
)
が
あ
る
。

「
場
合
に
よ
っ
て
は
、
良
心
的
決
定
を
守
り
、
良
心
的
決
定
の

た
め
に
若
し
み
を
受
け
る
内
的
な
衝
動
と
精
神
的
強
さ
が
あ
る
者
だ
け
が
、

す
な
わ
ち
、

真
剣
な
拘
束
力
あ
る
良
心
的
決
定
を
行
い
得
る
の
だ
」
と
い
う
見
解
は
法

律
の
根
拠
が
な
い
。
た
し
か
に
、
外
部
に
向
っ
て
進
ん
で
態
度
を
示
す
こ
と

は
、
本
当
に
当
人
が
良
心
的
決
定
を
し
て
い
る
か
ど
う
か
の
重
要
な
よ
り
ど

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
彼
が
、
い
つ
で
も
身
を
苦
難
に
さ
ら
す
こ
と
が

で
き
、
そ
れ
が
確
か
な
こ
と
を
論
じ
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
実
際
に
行
動
で
示
す

と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
求
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
要
求
を

す
る
こ
と
は
法
治
国
家
の
原
則
に
矛
盾
し
よ
う
。
若
本
法
四
条
は
、
良
心
の

自
由
を
保
障
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
良
心
に
従
う
国
民
は
良
心
に
従

う
が
放
に
苦
痛
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ま
さ
し
く
避

け
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

良
心
的
決
定
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
基
準
と
し
て
、
身
を
苦

難
に
さ
ら
す
覚
悟
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
わ
か
り
や
す

い
か
も
し
れ
な
い
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
適
切
に
も
そ
れ
を
否
定
し
た
。

そ
う
す
る
と
一
体
何
が
基
準
と
な
る
か
。
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

(

2

)

 

O
月
一
一
一
日
判
決
(
〈
口
わ

N
8
3斗
)
に
よ
れ
ば
、
円
良
心
の
問
題
解
明
に
決
定

的
に
重
要
な
こ
と
は
、
結
局
、
い
つ
も
、
兵
役
拒
否
申
請
人
の
人
格
的
信
用

(
3〉

(
L
5
3
5
E
-
E
5
2
2
r当
位
三
M
m
g
I
)

で
あ
ろ
う
。
」

北法18(3・233)639

(
4〕

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、
こ
の
こ
と
を
多
数
の
判
例
で
確
認
し
て
い
る
σ

今

二
つ
だ
け
判
例
に
あ
た
っ
て
お
こ
う
。

付

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
一
一
月
一

O
日
判
決
(
ぐ

]-hEEH)



'jSf 

原
告
は
一
九
三
八
年
に
生
れ
、
父
は
鉱
夫
。
彼
は
左
官
業
中
」
習
っ
た
職

人
で
あ
る
。

資

「
若
い
兵
役
拒
否
者
が
基
本
法
四
条
三
項
の
良
心
の
強
制
の
下
に
い
る
か

ど
う
か
は
、
彼
の
一
般
的
な
信
用
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ

出吉
~~同

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
四
年
一
一
月
二
七
日
判
決
(
〈
口
の
ロ
ミ

原
告
は
最
初
、

「
あ
る
条
件
で
は
武
器
を
持
っ
て
出
撃
す
る
」
覚
悟
が
あ

る
と
言
っ
た
が
、
後
で
「
武
器
を
持
つ
兵
役
を
完
全
に
否
定
し
た
」
。
彼
は

が見
あ解
りを
得変
るえ
こ Tこ

主連
苦刃 引〉

222? 
t義
「半4*所
留は

弱ま
はの
彼変
が{与
信事
用 E.
で尽
き E
るti9

2E 
う更
かと己

だ
け
で
あ
る
」
と
言
っ
た
。

こ
の
一
般
的
信
用
が
考
慮
さ
れ
な
か
っ
た
事
件
を
見
て
お
こ
う
。
連

内
勾

4
》

邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
三
年
五
月
一
五
日
判
決
(
〈
口
ゎ
ロ
叶
¥
由
同
)
は
、
原

告
の
主
張
を
状
況
に
よ
る
兵
役
拒
否
と
考
え
た
た
め
に
、
原
告
の
「
一
般
的

な
信
用
に
よ
っ
て
判
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
主
張
を
し
り
ぞ
け
て

い
る
。

(1) 

(
2
)
 

(3) 
国〈ゆ
2
0肘
〈
・

ω・
5
・
5
g
(〈
ロ
ハ
い
邸
宅

3
・
P

P

0
・
ω
-
S
0・

〉・

P
0
.

「
信
用
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、

「
誠
実
さ
」
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ

ぅ
。
ニ
の
考
え
方
に
イ
ギ
リ
ユ
の
政
治
的
兵
役
拒
否
は
落
着
い
た
。
ア

メ
リ
カ
で
も
、
良
心
的
決
定
の
信
用
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
ふ
り

ろ
ん
西
ド
イ
ツ
と
向
じ
考
え
が
と
っ
て
い
る
(
己
∞
の
の
河
口

F

a

N門
-

HH由
(
)
)
。

(4)
回
〈
史
君
。
肘
〈
-MAF・
斗
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由
(
〈
口
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N
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∞
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回
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0
H
W
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叶
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3
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Z
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問
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p

m

E
0・
山
里
よ
ヨ
の
開
く

-
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印
・
同
申
告
(
〈
口
{UH己
¥
詔
)

w

ロ
C
〈

5
8・

ω・
叶
印
印
山
切
〈
め
コ
え
UHW
〈
-
M臼
・
出
・
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口
わ
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1
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4
・
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5
2
.
∞
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包
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(
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問
〈
め
ヨ
の
別
〈
・

5
・
己
・

5

2

2
口
(
u
g
B
H
)・
ロ
。
〈

g
a
N・

∞・
ωOAF-

(
6
)

回
〈
め
ヨ
の
肘
〈
-N斗
・
己
・

5
2
(〈
口
の

HN串¥出回
)
w
U
O〈

5
8
w

ω・
日
申
.

(
7
)

切
手
門
司
自
〈
・

5
・
日
・
呂
田
ω
(〈
ロ
ハ
リ
ロ
叶

¥
2・

zt弓
5
8・

ω-H由由串・

第
三
項

良
心
的
決
定
の
審
査
方
法

い
か
な
る
審
査
方
法
に
よ
っ
て
か
か
る
良
心
的
決
定
の
一
般
的
信
用
の
心

証
を
裁
判
官
は
得
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
さ
ら
に
こ
の
よ
う
な
心
証
を
裁
判

官
が
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
裁
判
官
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か

な
ど
の
判
例
を
見
ょ
う
。

北法18(3・234)640



事
実
上
の
推
定

E中
。心

賢官
0i半1
~~t日l

で tき
あ
る 連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
八
年
一

O
月
一
一
一
日
判
決

審
査
院
は
、

ド
ユ
ヅ
セ
ル
ド
ル
フ
の
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
が
兵
役
拒
否

(3)・完

者

真
実Ij
な

一良
玉三 J r' ~ 

喜的
方決
六定
プ"・

祭主
挙子
lijEる
長貢L プ"・
任ど、
tt う
12 か
則の
を問

誤題
て〉

で
て
い寧z政
命
と令

(
宮
列
〈
O
)

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質ー

述
べ
た
。
連
邦
行
政
裁
判
所
は
か
か
る
主
張
を
否
定
し
た
。
第
一
に
強
調
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

令
二
ハ
五
号
六
一
条
に
従
っ
て
、

「
行
政
訴
訟
手
続
に
お
い
て
も
、
軍
政
命

原
告
が
訴
え
を
理
由
づ
け
る
事
実

2
5

za与
兆
円

E
E
g
pロ
吋
巳
E
n
Z口
)
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
て
、
裁
判
所
が
事
実
関
係

3
2
T
R
E
F
)
を
職
権
で
調

査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
だ
残
っ
て
い
る
確
定
し

な
い
事
実
は
誰
の
負
担
に
な
る
か
と
い
う
問
題
が
出
さ
れ
る
必
要
が
な
い
よ

う
に
、
裁
判
所
は
あ
ら
ゆ
る
証
拠
に
よ
っ
て
必
要
な
事
実
を
確
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
ラ
ン
ト
行
政
裁
判

一
併
は
「
必
要
な
事
実
を
確
定
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
裁
判
所
が
決
定
に
と
っ

て
必
要
な
範
囲
に
お
け
る
事
実
関
係
の
解
明
に
成
功
し
な
か
っ
た
と
き
、
い

わ
ゆ
る
実
質
的
挙
証
責
任
は
誰
に
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
究
極

的

(ωrm
口
y
z
o
?ロ
仏
)
な
態
度
を
き
め
る
必
要
が
な
い
。
」

連
邦
行
政
裁
判
所
は
、

「
真
剣
な
」
良
心
的
決
定
の
存
否
を
、
職
権
探
知

に
よ
っ
て
確
定
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
、
事
実
上
の
推
定
を
得
ょ
う
と
し
、

事
実
上
の
推
定
に
よ
る
自
由
心
証
の
形
成
の
尽
き
た
と
こ
ろ
に
実
質
的
挙
一
証

責
任
を
考
え
つ
つ
、
挙
証
責
任
は
誰
が
負
う
か
、
を
決
定
し
な
い
で
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
基
本
的
姿
勢
、
す
な
わ
ち
「
憲
法

制
定
者
は
基
本
法
四
条
で
、
国
民
に
良
心
の
自
由
を
、
兵
役
義
務
者
に
良
心

的
理
由
に
よ
る
兵
役
拒
否
権
を
保
障
し
て
い
る
。
裁
判
所
の
任
務
は
こ
れ
ら

の
基
本
権
の
要
求
を
保
護
す
る
こ
と
で
あ
る
。
」
「
か
か
る
基
本
権
を
、
証
拠

が
不
十
分
だ
と
い
う
こ
と
で
、
訴
求
で
き
な
く
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
述
べ

て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
、
究
極
的
に
は
挙
-
証
責
任
を

考
え
つ
つ
、
な
お
そ
れ
以
前
の
事
実
上
の
推
定
を
、
積
極
的
に
考
え
、
用
い
、

基
本
権
の
保
障
に
努
め
て
い
る
こ
と
が
よ
く
解
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

付

連
邦
行
政
裁
判
所
は
白
由
心
証
の
形
成
に
努
め
る
。
そ
こ
で
、
兵
役

拒
否
者
に
対
す
る
じ
ん
問
及
び
陳
述
の
評
価
な
ど
に
つ
い
て
の
判
例
を
見
よ

〈

3
)

久
ノ
。

審
査
の
方
法
と
し
て
、
裁
判
官
が
じ
ん
問
(
司
片
山
問
。
)
す
る
こ
と
が
あ

る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
一
一
月
一

O
日
判
決
(
〈
口
ゎ

gup)
北法18(3・235)641

に
よ
れ
ば
、
兵
役
拒
否
者
の
内
的
な
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
彼

に
じ
ん
閉
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
、
と
言
う
。
こ
の
じ
ん
問
を
め
ぐ
っ



料

て
争
わ
れ
た
判
例
が
、
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年
七
月
二
四
日
判
決

(
〈
ロ
ハ
ニ
N
中
古
札
)
で
あ
る
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
考
え
で
は
、
「
良
心
的
理

由
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
役
拒
否
者
は
、
ど
ん
な
権
利
も
侵
さ
れ
る
わ

資

け
で
は
な
い
。

」
う
し
た
こ
と
は
宗
教
的
な
良
心
的
理
由
に
も
適
用
さ
れ

る。」
原
告
は
一
九
三
七
年
に
生
れ
、
ブ
リ
キ
職
人

(
E
O
B
Eロ
2
m
o由
ご
め
)
で

あ
る
。
一
九
五
七
年
一
一
月
に
兵
役
義
務
者
と
し
て
登
録

(
2『
E
Eと
さ

れ
、
彼
は
同
年
一
二
月
に
兵
役
拒
否
者
国
際
同
盟
に
入
会
し
、
翌
年
一
月

に
は
徴
兵
適
格
と
さ
れ
た
。
彼
は
兵
役
拒
否
の
申
請
を
し
た
が
だ
め
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所
に
、
武
器
を
持
つ

。

兵
役
拒
容
の
確
認
訴
訟
を
起
し
た
。
彼
は
、
戦
争
と
殺
人
は
犯
罪
だ
と
言

つ
だ
た
け
で
、
そ
れ
以
上
説
明
す
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
そ
こ
で
、
ヲ
ン

ト
行
政
裁
判
所
は
、
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。
「
原
告
は
説
明
す
る
こ
と

を
拒
否
す
る
権
利
が
あ
る
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
沈
黙
か
ら
原
告
に
不
利
な
結

論
は
出
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
裁
判
所
が
原
告
に
よ
っ
て
請
求

さ
れ
た
事
実
の
確
認
を
す
る
こ
と
を
、
こ
う
し
て
、
原
告
は
で
き
な
く
し

て
い
る
。
」
原
告
は
上
訴
し
た
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
判
断
し
た
。

「
必
要
な
確
認
を
す
る
に
は
、
確
認
に
必
要
な
基
礎
的
な
事
実
を
裁
判
所

は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
第
一

に
、
原
告
に
ふ
さ
わ
し
い
、
正
当
で
適
切
な
、
彼
自
身
へ
の
じ
ん
聞
が
考
慮

さ
れ
よ
う
。
か
か
る
じ
ん
間
は
原
告
の
権
利
を
侵
さ
な
い
。
上
訴
が
基
本
法

四
条
一
一
擦
に
保
障
さ
れ
た
信
仰
と
告
白
の
自
由
を
指
し
示
す
の
は
と
く
に
誤

っ
て
い
る
。
こ
の
自
由
は
、
裁
判
官
が
適
切
に
釈
明
義
務
(
〉
巳
E
R
E
m
?

玄
-Rr与
を
行
使
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
侵
さ
れ
は
し
な
い
。
基
本
法
一
回

O

条
に
よ
っ
て
基
本
法
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
、
何
人
も
宗
教
的
確
信
を
公
表
す

る
義
務
は
な
い
と
い
う
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
ご
ニ
六
条
三
項
も
、
基
本
法
四
条

一
項
に
保
障
さ
れ
た
信
仰
・
良
心
・
告
白
の
自
由
の
基
本
権
の
意
味
に
お
い
て

の
み
正
し
く
理
解
さ
れ
る
。
ワ
イ
マ

l
ル
憲
法
一
一
一
一
六
条
三
項
の
権
利
は
、

基
本
法
四
条
に
保
障
さ
れ
た
権
利
と
同
じ
制
限
を
受
け
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
拒

否
理
由
を
公
表
す
る
と
い
う
条
件
で
の
み
、
基
本
法
四
条
三
項
が
拒
否
権
や

認
め
て
い
る
な
ら
ば
、
兵
役
拒
否
者
に
宗
教
的
な
良
心
的
理
由
を
問
う
こ
ム

も
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
。
」

2 

(
G
)
 

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
一
年
一
一
月
一

O
日
判
決
(
〈
口
(ugBH)

「
外
的
な
刺
激
か
ら
良
心
的
決
定
の
形
成
ま
で
の
発
展
過
程
を
信
頼
で
き

る
よ
う
に
描
く
こ
と
」
は
ほ
と
ん
ど
で
き
な
い
。
若
い
人
の
場
合
に
は
、
か

か
る
過
程
は
、

「
当
人
が
何
も
言
え
な
い
無
意
識
的
な
精
神
的
力
に
ょ
っ

て
進
め
ら
れ
る
し
、
し
ば
し
ば
彼
の
表
現
力
は
自
分
の
拒
否
理
由
を
述
べ
る

北法18(3・236)6，12 



(吟・完

に
十
分
で
は
な
い
の
で
あ
る
己
無
意
識
的
な
精
抑
的
な
力
に
動
か
さ
れ
る

こ
と
と
不
十
分
な
表
現
力
の
二
つ
は
、
拒
否
理
由
の
審
査
の
障
害
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
は
、
「
人
間
の
本
性

(
Z田
宮
司
)
に
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、

兵
役
義
務
よ
り
高
く
良
心
を
保
護
し
て
い
る
基
本
法
四
条
三
項
の
保
護
目
的

が
ゆ
る
が
せ
に
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
兵
役
拒
否
者
の
負
担
に
な
っ

て
は
な
ら
な
い
。
」

う言。〉口

兵
役
拒
否
者
に
対
す
る
質
問

rつ
い
て
二
つ
の
例
を
あ
げ
て
お
こ

良心的兵役拒否権一示ン基本法4条3r震の構造と特質ー

1 

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
二
年
五
月
一
一
日
判
決
(
〈
口
(
U
E
U
B
C
)

原
告
は
心
理
学
と
美
術
史
を
学
ぶ
学
生
で
あ
る
。

連
邦
行
政
裁
判
所
は
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。
兵
役
拒
否
者
を
精
神
的
葛
藤

の
状
況
に
お
く
こ
と
は
内
的
な
確
信
を
調
ら
べ
る
に
は
役
立
た
な
い
。
原
告

の
よ
う
な
教
義
の
あ
る
者
も
、
そ
の
際
に
は
、

「
戸
、
が
お
も
う
よ
う
に
出
な

い
」
こ
と
は
あ
り
得
る
し
、
突
然
な
誘
導
じ
ん
問
に
対
す
る
答
え
は
、
内
的

な
本
質
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。

2 

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
三
年
五
月
一
五
日
判
決
(
〈
口
(
ニ
コ
¥
色
)

原
告
は
鉱
物
学
を
学
ぶ
学
生
で
あ
る
。

拒
否
の
客
観
的
な
内
容
と
内
的
な
責
任
を
確
認
し
よ
う
と
し
て
、
拒
否
の

内
容
に
よ
っ
て
も
、
年
令
や
教
養
を
見
て
も
、

ほ
と
ん
ど
解
く
こ
と
が
で
き

な
い
課
題
が
兵
役
拒
否
者
に
出
さ
れ
る
な
ら
、
憲
法
に
よ
る
良
心
の
保
護
は

無
効
に
さ
れ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
o

そ
う
し
た
こ
と
は
真
実
な
事
実
を
調
ら
ベ

る
に
は
害
で
あ
る
。
発
生
が
全
く
あ
り
そ
う
も
な
い
状
況
に
お
け
る
態
度
に

つ
い
て
の
良
心
的
決
定
は

法
律
上
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ

て
、
原
告
に
出
さ
れ
た
、
特
定
の
極
端
な
状
況
に
お
け
る
(
ア
ル
ジ
ェ
リ

ア
〕
植
民
地
民
の
態
度
に
つ
い
て
の
質
問
は
適
当
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

精
神
的
に
き
た
え
ら
れ
、
教
養
あ
る
原
告
の
、
郷
里
に
対
す
る
空
襲
の
場
合

の
態
度
を
調
査
す
る
こ
と
は
、
適
切
で
あ
り
、
適
法
で
あ
っ
た
。

(
1
)

回〈
2
君
。
肘
く
・

ω
-
H
O
-
-
m
v
日
∞
(
〈
口
(
U
N
ω

印¥印、吋
)w

∞-
P
。
-wω

・日間四
0

・

(
2
)

「
裁
判
所
は
職
権
で
事
実
(
∞
m
n
r
2
h
r
p
p
)
を
調
ら
べ
る
。
裁
判
所

は
関
係
者
(
任
。
∞
σ
広
三
四
百
口
)
の
主
張
と
証
拠
申
請
に
拘
束
さ
れ
な

い
o
」

(
E
C
P白
色
、
明
よ
り
ぽ
〈
角
者
向
}
門
戸
口
町
ω
向。

2nrzg長
O
E
Z
ι
2

巳ヨ巾ロ
r
5
5
n
F
2
5円
山
町
王
将
一
5
3
N
S
F
同
申
印

0
・

ω・
芯
・
)

(
3
)

さ
ら
に
、
回
〈
2
4の
何
〈
・

ω
・
苫
・
】
川
町
印
国
(
〈
口
(
U
N
ω

印
3
3・

出-白・

0
・・

ω・
3
0・

切〈
2
4
0何
〈
-
N
A
F
・斗・

H
m
v
g
(
〈ロハ
U
R
W
C
¥
日m
w
)
w
]
N
S白
0

・
ω
・
5

・u

回
〈
己
主
の
HW

〈・

NAP-

叶・

5

S

(

〈
口
(
U
E串

3
3・
]

N

S
日夕

ω
・出品(何

回〈
2
4
0開〈・
Nω

・
5

・岡市
W
2
(
〈
口
(
U
H
∞同
¥
G
C
)
w
H
)
。
〈
同
市
W
E
N
-
ω

・ω
C
N

切〈刊
Hdの
一
切
〈
・
ロ
・
印
・

5
3
N
(
〈口わ】九日日目¥由。
)
w
U
O
〈
呂
町
N
W
m
-
E
∞-
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料

(
4
)

切
〈

mzg〈・
5
・

z・
5
2
2ロ
ゎ

5
2・
U
O〈

S
B
-

ω・∞。
ω・

(
5
)

切
〈
。

2
0一
肘
く
・
民
・
叶
-

H
泊
目
申
(
〈
口
。

H
N
申¥印由)・り〈∞一・

5
日也、

m・叶
C
出向・

(
6
)

回
〈
何
円
君
。
開
く
-

H

0

・
ロ
・
呂
田
同
(
〈
口
の
同
町
¥
2
)
-
u。
〈
呂
田
M
U

∞・∞。
ω.

(
7
)
兵
役
拒
否
者
承
認
手
続
で
の
質
問
の
具
体
例
は
、
宮
問
、
西
ド
イ
ツ

二
五

O
I二
五
一
ペ
ー
ジ
む
詳
し
い
。
連
邦
行
政
裁
判
所
の
基
本
権
に

対
す
る
感
覚
、
姿
勢
を
知
る
上
で
、
重
要
で
あ
る
。

(
8
)

そ
の
他
、
精
神
的
問
題
と
し
て
兵
役
拒
否
を
十
分
に
研
究
し
て
い
る

か
、
文
献
で
研
究
し
て
い
る
か
な
ど
に
関
す
る
判
例
も
あ
る
。
連
邦
行

政
裁
判
所
は
い
ず
れ
も
こ
れ
ら
の
見
解
を
不
要
と
し
て
い
る
。

出
〈

0
2
0肘
〈
-Nω
・∞・

5
2
(〈困問。
8
3
0
)切
り
〈
回
-
-
s
s
w
ω
・
怠
由
U

回
〈
巾
ヨ
の
一
回
〈
-
N
H
'

叶・

5
2
(〈
口
の
同
自
由
¥
塁
、

ZJ司
5
2・
ω・
5
色山

国
〈
巾
号
。
肘
〈
・
巴
・
ロ
・

3
2
2ロ
の
同
町
田
¥
g
)
w
U〈
回
]
・
呂
田
N-ω
・
ω
2・

(
9
)

切
〈
。
ヨ
め
肘
ぐ
・
ロ

-
u
・
呂
田
N
(ぐ
口
め
に
ど
m
g
w
U
O〈

s
m
u
w
ω
・

印
A
F
吋
・

(
印
)
回

3
Z
C閃〈・
5
・印

-
S
B
(〈
口
(
U
H
H

叶
¥2)・
2
4〈
5
2・∞・

]
{
也
市
町
串
・

資

挙
証
責
任
の
分
配

一
般
的
信
用
の
心
証
を
裁
判
官
が
得
ら
れ
な
い
と
き
、
挙
証
責
任
の
分
配

の
問
題
が
生
じ
る
。
し
か
し
連
邦
行
政
裁
判
所
は
、

「
挙
証
責
任
」

(回。.

(
自
己
2
5
]
}
巾
切
巾
耳
目
広
田
仲
)

を
使
つ
て
は
い
な
い
、
あ
る
い
は
避
け
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
同
の
判
例
で

う
か
が
え
る
。
実
際
に
は
証
明
の
負
担
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
。
以
下
の
二

つ
の
判
例
が
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
て
、
両
者
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
、

北法18(3・238)644

者
一
色
間
宮
田
門
)

ゃ
「
実
質
的
挙
証
責
任
」

の
き
ロ
帯
一
A

良
心
的
兵
役
拒
否
権
と
兵
役
義
務
の
関
係
を
例
外
と
原
則
の
関
係
で
考
え
、

そ
し
て
挙
証
責
任
の
分
配
を
考
え
る
こ
と
に
強
く
反
対
し
て
い
る
こ
と
で
あ

る
o 

そ
れ
で

良
心
的
兵
役
拒
否
権
が
基
本
権
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

は
、
兵
役
拒
否
者
の
一
般
的
信
用
の
心
証
を
裁
判
官
が
得
ら
れ
な
い
と
き
、

誰
が
証
明
の
不
利
益
を
負
う
の
か
。

付
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
五
九
年
七
月
二
四
日
判
決
(
〈
ロ
ハ
リ
ロ
申
¥
包
)

連
邦
行
政
裁
判
所
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
基
本
法
四
条
三
項
の
意
味
は
、

国
家
に
対
し
て
は
「
武
器
を
持
つ
兵
役
の
強
制
は
、
兵
役
義
務
者
が
自
己
の

良
心
の
命
令
に
反
し
て
兵
役
を
行
な
う
と
き
だ
け
禁
じ
」
て
お
り
、
国
民
に

対
し
て
は
、

「
兵
役
義
務
に
つ
い
て
、
武
器
を
持
つ
兵
役
に
よ
っ
て
自
己
の

良
心
が
侵
害
さ
れ
る
と
感
じ
る
者
だ
け
が
良
心
の
自
由
を
主
張
し
得
る
」
こ

と
で
あ
る
。

「
兵
役
に
対
し
基
本
法
四
条
を
主
張
す
る
に
つ
い
て
、
基
本
法

が
求
め
て
い
る
こ
と
は
、
自
分
が
良
心
的
決
定
を
な
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
、
他
の
こ
と
を
理
由
に
し
て
い
る
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
良
心
に
か

こ
つ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
己

す
な
わ



ち
武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
権
は
「
口
先
だ
け
の
告
白
(
巴
ロ

Z
D民
自
己

3
2・

rm-aロ
ロ
門
口
F
目
)
」

を
保
護
す
る
た
め
に
は
作
ら
れ
て
い
な
い
。

障
自
体
に
内
在
的
制
限
が
あ
る
の
で
あ
る
。

基
本
権
の
保

「
基
本
権
の
保
障
自
体
が
、
か

か
る
か
ぎ
ら
れ
た
条
件
の
下
に
の
み
あ
る
の
だ
か
ら
、
も
し
も
こ
の
条
件
が

(3)・完

証
明
さ
れ
な
い
な
ら
、
原
告
の
負
担

(vggロ
)
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ

原
告
は
「
戦
争
と
殺
人
は
犯
罪
だ
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
説
明
す

る
こ
と
を
拒
絶
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
裁
判
所
が
決
定
を
下
す
に
も
っ
と

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条3項の構造と特質ー

も
重
要
な
証
拠
を
与
え
な
い
」
か
ら
、
ハ
ン
ブ
ル
ク
の
ラ
ン
ト
行
政
裁
判
所

は
「
原
告
に
は
良
心
的
理
由
か
ら
武
器
を
持
つ
兵
役
拒
否
権
が
あ
る
か
ど
う

か
、
と
い
う
事
実
を
壁
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
」

〈

3
v

連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
六
二
年
五
月
一
一
日
判
決
(
〈
口

(UZω¥g)

兵
役
拒
否
者
は
、
訴
訟
に
お
い
て
は
、
拒
否
理
由
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
負
担
が
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
付
の
判
例
で
示
し
た
。

∞ 

「
し
か
し
、

兵
役
拒
否
者
は
、
自
分
の
陳
述
が
信
用
で
き
る
(
包

E
F阻
止
)
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
負
担
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
最
高
の
人
格
的
良
心
に
基
づ
い
た

基
本
法
四
条
三
項
の
基
本
権
の
保
護
を
受
け
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。

(
1
)

本
稿
。
、
一
ム
ハ
=
一
ペ
ー
ジ
審
査
の
問
題
の
グ
ロ

l

ス
説
参
照
。

(
2
)

関
〈
0
2
0開
〈
・
巴
・
叶
・

3
3
(〈ロハ
U

H

N

由
¥
包
)
・
ロ
〈
E
・
5
3・

ω・
J

可。叶・

(3)

回

3
2
0肘
〈
・
ロ
-
m
・

5
S
(〈
ロ
の

E
ぞ
き
)
-
U
O
〈

S
B
-

ω・
2
叶
・
挙
証
責
任
の
説
明
に
重
点
を
置
い
た
こ
の
判
例
の
評
釈
に
、

同
与
号
ロ

E
P
〉ロ
5
2
r
g
m
-
げ

L

』巧

S
B
-
∞-
H

叶
印
公
-
一
回

R
r
c
F

U
ぽ
列
。
。
『
阿
佐
官
同

2
r
c口
問
舟
出
回
ロ
ロ
ハ
山
内
出
〈
司
君
主
宮
口
町
ω問
。
片
付

rz-
』

N
H
m
w
h凶凸
w

ω

・H
∞∞"∞・
ω
H
C
F

第
四
項

ま
と
め

審
査
の
重
要
問
題
は
、
も
つ
ば
ら
連
邦
行
政
裁
判
所
が
判
例
法
を
形
成
し

て
解
決
し
て
い
る
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
。
も
っ
と
も
重
要
に
思
う
こ
と

は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
、
兵
役
拒
否
者
の
人
格
的
信
用
の
心
証
を
得
ょ
う

と
努
力
し
、
法
則
を
発
見
し
、
そ
の
確
立
に
努
め
た
こ
と
で
あ
る
。
学
説
で
は

主
と
し
て
自
由
心
証
の
尽
き
た
と
こ
ろ
で
機
能
す
る
挙
証
責
任
の
分
配
の
問

題
に
集
中
し
て
い
て
、
裁
判
官
の
自
由
心
証
形
成
の
問
題
に
は
あ
ま
り
注
意

し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
保
守

的
な
い
く
つ
か
の
行
政
裁
判
所
の
判
決
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
た
行
政
裁
判
所
の

判
決
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
複
雑
な
良
心
的
兵
役
拒
否
権
の
審
査
の
問
題
で

判
例
法
を
形
成
し
た
こ
と
を
思
え
ば
、
一
層
、
連
邦
行
政
裁
判
所
が
良
心
的

兵
役
拒
否
権
の
保
障
に
示
し
た
熱
意
が
感
じ
ら
れ
る
。
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第
四
章

論

結

資

良
心
的
兵
役
拒
否
権
、
と
く
に
ボ
ン
基
本
法
四
条
三
項
の
構
造
と
特
質
は

何
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
中
心
問
題
は
こ
れ
で
あ
っ
た
。

一
良
心
的
兵
役
拒
否
権
の
木
質
を
「
義
務
の
衝
突
」
と
し
て
理
解
し
、

し
た
が
っ
て
、
ボ
ン
基
本
法
四
条
三
項
の
構
造
を
良
心
の
義
務
と
(
四
条
一
一
一

「
良
心
に
反
し
て
」
と
い
う
こ
と
が
こ
の
こ

と
を
示
し
て
い
る
)
と
「
武
器
を
持
つ
兵
役
」
の
義
務
の
衝
突
と
し
て
理
解
し

た
。
良
心
の
義
務
は
何
か
と
言
え
ば
、
「
武
器
を
持
つ
兵
役
」
を
拒
否
す
る

こ
と

(
H
良
心
的
決
定
)
で
あ
り
、
か
か
る
態
度
す
な
わ
ち
良
心
的
決
定
を

引
き
お
こ
さ
せ
る
も
の
が
良
心
的
理
由
で
あ
っ
た
。
こ
の
良
心
的
理
由
の
内

容
は
、
四
条
三
項
で
は
規
定
さ
れ
て
い
ず
、
理
論
的
に
は
政
治
的
理
由
す
ら

項
の
文
言
に
則
っ
て
言
え
ば

含
む
こ
と
が
で
き
る
。
問
題
は
、
良
心
的
決
定
の
内
容
の
「
武
器
を
持
つ
兵

役
」
の
解
釈
に
あ
る
。
こ
の
「
武
器
を
持
つ
兵
役
」
は
客
観
的
な
要
件
で
あ

る
か
ら
、
主
観
的
、
内
面
的
な
要
件
の
「
良
心
」
の
内
容
を
一
義
的
に
は
規

定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
状
況
に
よ
る
良
心
」
が
広
範
囲

に
四
条
三
項
に
は
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
(
以
下
広
義
説
と
称
す
る
)
。
と
こ

ろ
が
、
ル
ッ
パ

l
ス
説
は
、
客
観
的
な
前
者
の
要
件
か
ら
、
主
観
的
な
後
者

の
要
件
が
ど
ん
な
場
合
に
も
人
を
殺
さ
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
を
、
引
き
出
す
(
以
下
狭
義
説
と
称
す
る
)

0

な
、
せ
-
一
の
よ
う
な

」
と
が
で
き
る
の
か
。

(
比
較
訟
的
に
も
疑
問
で
あ
る
)

基
本
法
四
条
三
項
後
段
の
良
心
的
兵
役
拒
否
者
の
施
行
法
が
、
兵
役
一

義
務
法
二
五
条
で
あ
る
。
兵
役
義
務
法
二
五
条
は
良
心
的
兵
役
拒
否
者
の
要

件
と
し
て
「
国
家
聞
の
あ
ら
ゆ
る
武
器
使
用
へ
の
参
加
に
反
対
す
る
」
こ
と

を
規
定
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
基
本
法
四
条
三
項
前
段
に
兵
役
義
務
法
一
一

五
条
は
違
反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
、
連
邦
議
会

で
も
論
議
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
六

O
年
二
一
月
二

O
日
判
決
(
岡
田
〈
「
N
H
¥

き
)
が
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
違
憲
性
を
判
断
し
、

「
合
態
解
釈
」
の
方

法
に
よ
れ
ば
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
は
合
憲
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ

ち
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
根
本
的
な
考
え
は
、
前
述
し
た
狭
義
説
に
従
う
。

な
ぜ
狭
義
説
を
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
主
観
的
な
立
法
者
意
思
で
な
く

て
、
憲
法
裁
判
所
が
考
え
る
客
観
的
な
立
法
者
意
思
に
よ
っ
て
狭
義
説
に
立

つ
が
、
し
か
し
、
そ
も
そ
も
客
観
的
な
立
法
者
意
思
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
、
震
法
裁
判
所
は
動
機
が

「
状
況
に
よ
る
」

兵
役
拒
否
が
、
四
条

項
に
含
ま
れ
る
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
兵
役
義
務
法
二
五
条
に
「
合

憲
解
釈
」

を
加
わ
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

憲
法
裁
判
所
に
よ

っ
て
承
認
さ
れ
た
動
機
が

兵
役
拒
否
は
、
基
本
法
四
条

「
状
況
に
よ
る
」
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一
項
と
兵
役
義
務
法
二
五
条
の
媒
介
物
の
働
き
を
し
て
い
る
。

連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
に
賛
成
で
き
な
い
が
、
以
上
で
、
ボ
ン
基
本
法

四
条
三
項
の
構
造
と
特
質
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
と
思
う
o

あ

と

が

き

(3)・完

ハ
ホ
フ
は
、
連
邦
行
政
裁
判
所
に
つ
い
て

「
四
条
三
項
の
よ
く
考
量
さ

良心的兵役拒否権ーボン基本法4条 3項の構造と特質ー

れ
た
判
決
は
慎
重
さ
と
倫
理
的
熱
心
さ
を
証
し
、
基
本
権
の
自
由
の
内
容
と

国
家
の
不
可
避
的
要
求
と
の
聞
に
正
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
見
い
出
す
の
に
成

功
し
た
」

と
三き
にz

う

(回

m
n
r
o
F
〈
ゆ
え

B
Eロ
mm同
市

n
r
7〈
2
若
山
一
門
戸
口

m
Z巾口
Z
l

批
評
の
後
半
は
連
邦
憲
法
裁
判
所
に

あ
た
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
「
正
し
い
バ
ラ
ン
ス
」
か
ど
う
か
は
疑
問
で

〈

R
F
7
5口
問
。
円
ゲ
グ

ω・
戸
銭
円
)
が
、

連
邦
憲
法
裁
判
所
が
兵
役
義
務
法
二
五
条
を
合
憲
と
し
た
政
治
的

意
義
は
論
究
し
な
か
っ
た
、
が
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
解
釈
の
隠
さ
れ
た
政
治

あ
る
〉
。

性
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。

他
方
、
連
邦
行
政
裁
判
所
の
方
が
基
本
権
の
保
障
に
よ
り
慎
重
で
熱
心
な

の
で
は
な
か
ろ
う
か
(
第
三
章
第
二
項
ニ
注
(

7

)

参
照
)
。

そ
れ
だ
か
ら
次

の
こ
と
が
問
題
に
な
る
と
思
う
o

ボ
ン
基
本
法
の
基
本
権
の
保
障
に
関
し

て
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
は
実
際
に
ど
ん
な
性
格
を
持
ち
そ
し
て
ど
ん
な
機
能

を
果
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
連
邦
行
政
裁
判
所
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
そ
し
て
、
両
者
は
基
本
権
の
保
障
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
立

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
良
心
の
自
由
の
一
つ
の
問
題
を
追
求
す
る
こ
と

か
ら
、
興
味
あ
る
大
き
な
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
さ
る
を
得
な

'u 
な
お
、
本
稿
脱
稿
後
、
結
城
光
太
郎
、
良
心
的
反
戦
論
と
良
心
の
自
由
、

続
憲
法
演
習
、
有
斐
閣
、
七
二
ペ
ー
ジ
以
下
と
、
日
本
友
和
会
が
か
ね
て
レ

ポ
ー
ト
し
て
い
た
も
の
に
加
筆
集
録
し
た
、
良
心
的
兵
役
拒
否
、
新
教
出
版

社
、
に
接
し
た
。
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Das Recht auf Kriegsdienstverweigerung 

aus den Gewissensgrun:den 
一一一ZurTheorie und Praxis in Art. 4 Abs. 3 

Bonner Grundgesetz一一 (3)
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A) Ei泊n叫¥eiれtu叩n
B) Art. 4 Abs. 3 GG 
c) Entscheidung 
D) 5ch¥uβ 

Assistent， 
]uristische Faku¥ t邑t，
Hokkaido-U niversit品t

C) Bei verfassungskonformer Auslegung anerkennt das 

Bundesverfassungsgericht die Verfassungsm詰sigkeit des ~ 25 

WehrpfG. 

D) Das Wort “Kriegsdienst mit der Waffe" im Art. 4 

Abs. 3GG hat eine weitere Bedeutung als die vom Beschlus des 

BVerfG gegebene， die lautet， das das Gewissen ein Tun， das 

unmittelbar darauf gerichtet ist， mit Waffen Menschen im 

Kriege zutりten，• verbietet. 
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